
草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
八
一
）

草
原
の
国
境
紛
爭

─
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件

─

秦
　
　
　
　
　
郁
　
　
彦

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
研
究
の
新
局
面

四
周
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
国
家
と
日
本
人
に
と
っ
て
、
四
囲
を
他
国
と
接
す
る
大
陸
諸
国
家
と
違
い
、「
国
境
」
の
存
在
を
実
感
す

る
機
会
は
乏
し
か
っ
た
。「
国
境
紛
爭
」
と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

最
近
は
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖
閣
な
ど
の
領
有
権
問
題
が
論
議
さ
れ
、「
領
海
侵
犯
」
や
「
領
空
侵
犯
」
の
成
語
も
耳
に
す
る
機
会
が

ふ
え
た
が
、
国
民
の
関
心
度
は
必
ら
ず
し
も
高
い
と
は
言
え
ず
、
国
境
問
題
と
意
識
す
る
人
は
少
な
い
よ
う
だ
。

ど
う
や
ら
国
境
紛
爭
と
は
、
陸
地
続
き
の
国
同
士
の
間
で
起
き
る
現
象
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
第
二
次
大

九
九
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二
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）

（
四
八
二
）

戦
後
の
日
本
に
は
無
縁
と
思
え
る
が
、
戦
前
期
の
日
本
は
、
張
鼓
峯
事
件
（
一
九
三
八
年
）
や
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
（
一
九
三
九
年
）
に
代
表

さ
れ
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
国
境
紛
爭
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
の
大
部
分
は
日
本
が
日
満
議
定
書
（
一
九
三
四
年
）
で
防
衛
責
任
を

負
っ
て
い
た
満
州
国
と
ソ
連
の
国
境
お
よ
び
、
満
州
国
と
ソ
連
の
衛
星
国
だ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
（
外
蒙
古
）
の
国
境
地
帯
で
発

生
し
た
。

外
務
省
の
調
査
（『
日
ソ
交
渉
史
』）
に
よ
る
と
、
時
期
に
よ
り
波
は
あ
る
が
一
九
三
二
年
か
ら
四
二
年
ま
で
の
紛
爭
は
、
計
一
二
六
一

件
に
達
し
て
い
る
。
ざ
っ
と
計
算
す
る
と
三
日
に
一
件
の
頻
度
で
あ
る
。
し
か
し
相
手
側
の
統
計
と
は
必
ら
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
ノ
モ
ン

ハ
ン
事
件
が
起
き
た
最
盛
期
の
一
九
三
九
年
は
日
本
側
か
ら
数
え
る
と
一
九
五
件
だ
が
、
東
京
裁
判
で
ソ
連
の
檢
察
官
が
示
し
た
数
は

三
八
七
件
で
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
（
１
）

。

そ
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
、
形
式
的
に
は
満
州
国
と
モ
ン
ゴ
ル
間
の
国
境
紛
爭
で
満
モ
両
軍
も
出
動
し
た
が
、
実
質
的
に
は
日
本
の
関

東
軍
と
極
東
ソ
連
軍
と
の
四
か
月
に
わ
た
る
激
戦
と
な
り
、
双
方
と
も
二
万
人
前
後
の
人
的
損
害
を
出
し
て
停
戦
に
至
っ
た
。
規
模
か
ら

言
え
ば
、
小
型
の
戦
爭
並
み
で
あ
る
。

田
中
克
彦
は
紛
爭
の
主
舞
台
と
な
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
が
「
ハ
ル
ハ
河
戦
爭
」、
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）
が
「
ハハ
ル
ヒ
ン
・
ゴ
ル

ル
ハ
河
事
件
」
と
呼
ん
で
い
る
事

実
に
配
慮
し
て
、
近
著
の
書
名
に
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
爭
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
）
を
選
ん
だ
。

し
か
し
当
時
の
日
本
政
府
と
陸
軍
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
せ
ず
、
あ
く
ま
で
日
中
全
面
戦
爭
の
一
部
を
占
め
る
局
地
的
事
件
と
位
置
づ
け
て

お
り
、
一
九
四
一
年
に
は
そ
の
延
長
線
上
で
は
る
か
に
大
規
模
な
大
東
亜
戦
爭
に
突
入
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
敗
戦
後
し
ば
ら
く
は
歴

史
の
主
流
か
ら
外
れ
た
片
隅
に
押
し
や
ら
れ
た
の
も
む
り
は
な
い
が
、
し
だ
い
に
復
権
し
た
の
は
理
由
が
あ
り
そ
う
だ
。

そ
も
そ
も
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
は
事
件
の
当
時
か
ら
、
他
の
戦
場
と
は
ひ
と
味
ち
が
う
強
烈
な
印
象
を
一
般
国
民
に
与
え
て
い
た
。
そ
の
せ

九
九
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（
四
八
三
）

い
か
何
冊
か
出
た
参
戦
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
見
聞
記
は
い
ず
れ
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
草
葉
栄
中
隊
長
の
『
ノ
ロ
高
地
』

（
一
九
四
一
年
刊
）
は
、
ま
た
た
く
ま
に
四
五
〇
版
を
重
ね
、
一
〇
〇
万
部
以
上
が
売
れ
た
（
２
）

。
今
に
な
っ
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
凡
作
ば

か
り
の
印
象
を
免
れ
な
い
が
、
ど
こ
か
読
者
の
琴
線
に
触
れ
る
要
素
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
に
よ
り
時
期
に
よ
り
変
動
し
て
い
る
。
戦
前
期
は
山
中
峯
太
郎
の
書
名
が
示
唆
す
る
よ
う

に
、「
鉄
と
肉
」
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
惨
烈
な
戦
闘
の
連
続
で
、
日
本
軍
の
犠
牲
も
多
か
っ
た
が
、
将
兵
の
敢
闘
で
引
き
分
け
た
と
い
う
の

が
平
均
的
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は
軍
当
局
の
思
惑
も
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
陸
軍
の
情
報
統
制
は
き
び
し
く
、
戦
爭
の
全
期
間
を
通
じ
誇
大
気
味
の
戦
果
は
伝
え
た
も
の
の
、
自
軍
の
損
害
を
発
表
し

た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
唯
一
に
近
い
例
外
が
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
で
、
陸
軍
中
央
は
事
件
終
結
直
後
の
一
九
三
九
年
十
月
三
日
、
地
方

長
官
会
議
で
、
日
本
軍
の
「
死
傷
及
び
戦
病
者
を
加
え
て
約
一
万
八
千
名
」
と
発
表
し
、
つ
い
で
に
「
軍
の
機
械
化
等
物
質
的
戦
備
の
充

実
を
…
…
痛
切
に
訓お
し

え
た
」
と
述
べ
「
ソ
蒙
軍
の
損
害
も
ま
た
我
に
劣
ら
ぬ
夥お
び
た
だ

し
い
数
に
上
っ
た
模
様
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
翌
日
付

の
各
新
聞
に
報
道
さ
れ
た
こ
の
数
字
は
、
後
で
触
れ
る
よ
う
に
過
大
で
も
過
少
で
も
な
く
、
戦
後
に
判
明
し
た
実
数
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
（
３
）

。

陸
軍
が
あ
え
て
旅
順
戦
並
み
の
衝
撃
を
与
え
る
覚
悟
で
損
害
の
公
表
に
踏
み
切
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
計
算
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
す
で
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
で
は
負
け
た
ら
し
い
と
い
う
噂
が
兵
士
ば
か
り
か
、
国
民
の
間
に
も
広
が
り
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
を
打
ち
消

す
に
は
、
双
方
と
も
に
大
損
害
を
出
し
た
痛
み
分
け
の
激
戦
だ
っ
た
と
認
識
さ
せ
、
長
期
戦
に
倦
み
は
じ
め
て
い
た
国
民
の
士
気
を
引
き

し
め
、
軍
備
拡
張
の
負
担
を
納
得
さ
せ
た
い
と
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
い
ら
い
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
勝
敗
を
め
ぐ
る
論
議
は
二
転
、
三
転
し
た
。
一
方
、
ソ
連
は
東
京
裁
判
の
過
程
で
自
軍
の
損
害
を

九
千
人
以
上
、
一
九
六
三
年
に
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
公
式
戦
史
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
ふ
く
め
た
死
傷
者
を
九
八
二
四
人
と
公
表
し
た
が
、
そ

九
九
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の
影
響
力
は
長
く
つ
づ
い
た
（
４
）

。

日
本
軍
の
人
的
損
害
は
ソ
蒙
軍
の
約
二
倍
と
い
う
数
字
が
、
ソ
連
の
勝
利
、
日
本
の
惨
敗
と
い
う
「
既
視
感
」
を
定
着
さ
せ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
が
変
り
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
九
一
年
の
ソ
連
崩
壊
前
後
か
ら
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
一
次
資
料
に
当
っ
た
ロ
シ
ア
の
研
究

者
た
ち
か
ら
死
傷
一
万
八
千
余
、
二
万
三
千
余
の
よ
う
な
数
字
が
報
じ
ら
れ
、
二
〇
〇
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
の
著
書
で
は
、

二
〇
〇
一
年
の
ク
リ
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
調
査
に
依
拠
し
て
ソ
連
軍
だ
け
で
二
万
五
六
五
五
人
（
う
ち
死
亡
九
七
〇
三
）
と
漸
増
し
て
い
く
（
５
）

。

今
や
人
的
損
害
の
面
で
は
ソ
連
軍
が
日
本
軍
よ
り
上
ま
わ
っ
た
の
は
確
実
と
判
定
し
て
よ
い
が
、
そ
こ
に
着
目
し
て
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
は

引
き
分
け
な
い
し
日
本
の
勝
利
に
近
い
と
唱
え
る
論
調
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
小
田
洋
太
郎
は
「
敗
れ
た
と
評
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
記
し
、
中
西
輝
政
は
小
堀
桂
一
郎
と
の
対
談
で
「
ソ
蒙
軍
は
ほ
と
ん
ど
全
て
（
の
戦
闘
）
に
お
い
て
敗
北
し
て
い
た
」

と
、
渡
部
昇
一
は
「
日
本
軍
の
奮
戦
は
感
激
的
で
あ
り
、
大
勝
利
と
言
っ
て
よ
い
」
と
評
す
（
６
）

。

戦
闘
の
勝
敗
は
被
害
統
計
だ
け
で
は
な
く
、
目
的
達
成
度
や
政
治
的
影
響
な
ど
総
合
的
な
見
地
か
ら
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

に

つ
い
て
は
後
に
改
め
て
檢
分
し
た
い
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
研
究
分
野
に
お
け
る
重
要
な
変
化
は
久
し
く
封
印
さ
れ
て
い
た
ソ
連
軍
の
公

文
書
が
公
開
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

外
交
史
も
同
じ
だ
が
、
戦
史
の
領
域
で
も
戦
っ
た
当
時
国
双
方
の
公
的
記
録
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
正
確
な
全
体
像
は

復
元
で
き
な
い
し
、
公
正
な
評
価
は
与
え
に
く
い
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
大
編
隊
同
士
の
空
戦
に
お
け
る
戦
果
判
定
は
故
意
で
は
な
い
が
、
双
方
と
も
実
数
の
数
倍
に
ふ
く
れ
あ
が
る
傾
向

が
あ
る
。
一
九
四
三
年
十
一
月
二
日
の
ラ
バ
ウ
ル
上
空
に
お
け
る
日
米
空
戦
の
戦
果
を
、
大
本
営
発
表
は
「
二
〇
一
機
撃
墜
」
と
発
表
し

た
。
戦
中
で
は
最
大
の
空
戦
戦
果
だ
が
、
米
側
も
日
本
機
の
撃
墜
八
五
機
と
算
定
し
て
い
る
か
ら
、
お
互
い
さ
ま
で
は
あ
る
。

一
一
一



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
八
五
）

終
戦
後
に
双
方
の
被
害
機
数
は
日
本
一
八
機
、
米
一
九
機
と
判
明
し
た
。
発
表
戦
果
は
実
数
の
五
～
一
〇
倍
に
膨
張
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
空
戦
の
算
定
も
似
た
り
よ
っ
た
り
で
あ
る
。
当
時
か
ら
日
本
側
の
圧
倒
的
優
勢
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
に

な
っ
て
こ
の
評
価
は
ゆ
ら
い
だ
。
す
な
わ
ち
日
本
軍
は
撃
墜
戦
果
を
一
一
六
二
機
と
算
定
し
た
が
、
実
数
は
二
〇
七
機
（
一
七
四
名
）、
ソ

連
側
が
算
定
し
た
撃
墜
戦
果
六
四
六
機
に
対
し
、
実
数
は
二
〇
七
機
（
一
四
一
名
）
と
大
差
は
な
い
（
７
）

。
航
空
戦
に
お
け
る
日
本
の
一
方
的

勝
利
と
い
う
伝
說
は
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

全
体
像
を
つ
か
む
に
は
、
こ
の
よ
う
な
統
計
的
処
理
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
指
揮
統
率
、
情
勢
判
断
、
将
兵
の
能
力
や
士
気
の
よ
う
に
、

数
字
で
は
表
現
で
き
な
い
無
形
要
素
も
あ
わ
せ
て
考
量
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
第
一
次
史
料
を
封
印
し
て
い
た
旧
ソ
連
時
代
に
は
望
み
よ

う
も
な
か
っ
た
。

前
世
紀
末
ま
で
に
出
現
し
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
研
究
文
献
で
最
高
峯
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
は
、
故
Ａ
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス
博
士

（
一
九
二
四
─
九
九
）
の
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
─
草
原
の
日
ソ
戦
』（N

om
on

h
an

 : Japan
 again

st R
u

ssia, S
tanford U

niv. P
ress, 1985

）
だ
が
、

生
前
の
著
者
が
く
り
返
し
歎
い
て
い
た
の
は
、
ソ
連
、
モ
ン
ゴ
ル
の
第
一
次
史
料
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

奇
し
く
も
博
士
が
他
界
し
た
一
九
九
九
年
、
ロ
シ
ア
軍
事
史
公
文
書
館
は
、
シ
ュ
テ
ル
ン
極
東
軍
総
司
令
官
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
第
五
七
軍

団
長
（
つ
い
で
第
一
集
団
軍
司
令
官
）
が
一
九
三
九
年
秋
、
ウ
ォ
ロ
シ
ー
ロ
フ
国
防
人
民
委
員
（
国
防
相
）
へ
提
出
し
た
公
式
報
告
書
を
ふ
く

め
、
実
質
で
五
万
枚
に
達
す
る
ノ
モ
ン
ハ
ン
関
係
文
書
を
秘
解
除
し
た
。

そ
の
一
部
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
の
鎌
倉
英
也
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
七
年
に
は
シ
ュ
テ
ル
ン
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
の

全
文
が
防
衛
研
究
所
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
研
究
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
（
８
）

。

参
戦
者
の
回
想
記
を
ふ
く
め
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
既
刊
の
日
本
側
文
献
は
異
例
と
思
え
る
ほ
ど
多
い
。
と
く
に
戦
闘
経
過
の
分
野
は

一
一
一
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細
部
に
至
る
ま
で
、
論
じ
つ
く
さ
れ
た
觀
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
前
記
の
よ
う
な
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）
側
の
最
新
情
報
と
突
き
合
わ
せ
、

こ
れ
ま
で
見
落
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
論

に
絞
っ
て
見
直
し
作
業
を
試
み
た
い
と
思
う
。

十
八
種
以
上
の
地
図
が
あ
っ
た

ま
ず
は
紛
爭
の
火
種
と
な
り
、
激
戦
場
の
舞
台
と
な
っ
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
周
辺
の
国
境
線
を
め
ぐ
る
歴
史
的
由
來
と
関
係
国
の
言
い
分
を

整
理
し
て
お
き
た
い
。

一
般
的
に
国
境
線
は
、
接
壌
す
る
国
家
間
の
条
約
や
協
定
に
よ
っ
て
確
定
す
る
。
河
川
や
山
の
稜
線
を
境
界
と
す
る
例
が
多
い
が
、
清

朝
の
官
制
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
周
辺
の
よ
う
に
山
河
の
乏
し
い
人
跡
稀
な
草
原
地
帯
等
は
、「
オ
ボ
を
設
け
て
界
と
な
す
」
と
規
定
し
て
い
た
。

オ
ボ
は
道
標
を
兼
ね
て
石
塊
を
塔
の
よ
う
に
積
み
あ
げ
た
も
の
で
、
ラ
マ
教
の
高
僧
に
ち
な
ん
だ
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
も
ホ
ロ

ン
バ
イ
ル
大
草
原
の
一
隅
に
立
っ
て
い
た
（
ブ
ル
ド
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
砂
丘
）。
だ
が
周
辺
を
往
來
す
る
遊
牧
民
は
あ
っ
て
も
定
住
者
は
な
く
、

一
九
三
九
年
の
時

で
は
満
州
国
興
安
北
省
国
境
警
察
隊
ノ
モ
ン
ハ
ン
分
駐
所
の
パ
オ
（
蒙
古
式
テ
ン
ト
で
ゲ
ル
と
も
呼
ぶ
）
に
駐
在
す
る

五
人
の
モ
ン
ゴ
ル
系
警
査
（
巡
査
）
が
巡
察
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
（
９
）

。

こ
の
オ
ボ
か
ら
西
方
約
二
〇
㎞
を
南
北
に
流
れ
て
い
る
の
が
ハ
ル
ハ
河
だ
が
、
の
ち
に
激
戦
場
と
な
る
こ
の
あ
た
り
の
地
理
を
伊
藤
桂

一
は
著
書
の
『
静
か
な
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
で
、
次
の
よ
う
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
。

興
安
嶺
の
南
を
源
と
す
る
一
条
の
水
流
、
ハ
ル
ハ
河
─
は
、
草
原
と
沙
漠
の
ま
じ
る
大
波
状
地
を
縫
っ
て
西
流
し
、
さ
ら
に
北
流
し

て
、
バ
イ
ル
（
ボ
イ
ル
）
湖
に
流
れ
こ
む
。
流
程
約
三
百
キ
ロ
。

一
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水
量
は
豊
か
で
、
水
は
清
澄
…
…
河
幅
は
約
五
十
メ
ー
ト
ル
。
水
深
は
一
メ
ー
ト
ル
前
後
。
流
速
は
一
メ
ー
ト
ル
。
西
流
す
る
ハ
ル

ハ
河
が
北
流
を
は
じ
め
て
ま
も
な
く
、
東
か
ら
流
れ
て
く
る
一
つ
の
支
流
を
合
わ
せ
る
が
、
こ
の
河
が
ホ
ル
ス
テ
ン
（
ハ
イ
ラ
ス

テ
ィ
ー
ン
）
河
で
あ
る
。
河
幅
約
二
十
メ
ー
ト
ル
。

こ
の
河
は
砂
漠
の
中
に

在
す
る
（
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
）「
泉
」
を
源
と
す
る
…
…
が
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
風
情
は
な
い
。
水
辺
に
、
せ

い
ぜ
い
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
緑
地
や
灌
木
を
み
る
く
ら
い
で
あ
る
（
10
）

。

そ
の
う
え
生
活
条
件
も
過
酷
で
、
参
戦
者
た
ち
の
手
記
は
夏
期
の
「
焦
げ
つ
く
よ
う
な
暑
さ
」、
夜
の
「
手
や
足
の
先
が
凍
る
ば
か
り

の
寒
さ
」
に
蚊
の
大
群
が
襲
い
か
か
る
、
と
一
様
に
回
想
し
て
い
る
か
ら
、
戦
場
を
訪
れ
た
外
国
人
特
派
員
が
「
な
ん
と
い
う
荒
野
だ
。

こ
ん
な
土
地
に
五
ド
ル
だ
っ
て
払
う
つ
も
り
は
な
い
ね
（
11
）

」
と
放
言
し
た
の
も
、
む
り
は
な
い
。

だ
が
現
地
人
の
故
郷
へ
の
情
感
は
別
で
、
東
捜
索
隊
と
戦
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
英
雄
ダ
ン
ダ
ル
は
、
五
月
の
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
を
「
大
地

は
緑
草
に
覆
わ
れ
、
カ
ッ
コ
ウ
が
鳴
き
、
川
の
水
は
静
か
に
流
れ
、
両
岸
に
は
ヒ
バ
リ
が
さ
え
ず
り
舞
い
遊
ぶ
（
12
）

」
と
描
い
て
い
る
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
羊
や
馬
を
追
っ
て
ハ
ル
ハ
河
を
往
來
す
る
平
和
時
の
遊
牧
民
に
と
っ
て
は
「
住
め
ば
都
」
の
土
地
柄
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
八
九
年
八
月
末
に
戦
後
第
一
回
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
慰
霊
団
に
加
わ
り
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
私
は
ハ
ル
ハ
河
畔
に
た
た
ず
ん
で
両
岸
に

沿
っ
て
広
が
る
牧
草
地
帯
を
眺
め
て
い
る
う
ち
、
ふ
と
ひ
ら
め
く
も
の
が
あ
っ
た
。
河
こ
そ
国
境
線
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
先
入
感
は
誤

ま
り
で
は
な
い
か
と
の
思
い
だ
。

一
七
二
七
年
に
清
帝
国
と
帝
政
ロ
シ
ア
は
、
キ
ャ
フ
タ
条
約
で
国
境
線
を
画
定
し
た
さ
い
、「
山
在
れ
ば
山
、
河
あ
れ
ば
河
」
と
い
う

共
通
の
基
準
で
ハ
ル
ハ
河
を
国
境
と
定
め
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
、
後
継
政
権
の
中
華
民
国
と
ソ
連
邦
は
そ
れ
を
引
き

一
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継
い
で
い
た
。
し
か
し
遊
牧
民
に
と
っ
て
は
河
自
体
よ
り
も
牧
草
の
豊
か
な
両
岸
地
域
が
重
要
な
の
で
、
水
田
耕
作
民
の
水
爭
い
に
似
た

い
さ
か
い
が
起
き
が
ち
だ
っ
た
。

実
際
に
同
じ
モ
ン
ゴ
ル
人
で
も
ハ
ル
ハ
東
（
お
よ
び
北
）
岸
の
バ
ル
ガ
族
と
、
西
（
南
）
岸
を
縄
張
り
と
す
る
ハ
ル
ハ
族
の
間
に
爭
い
が

絶
え
な
い
の
を
見
た
清
国
の
雍
正
帝
は
、
キ
ャ
フ
タ
条
約
か
ら
五
年
後
の
一
七
三
四
年
に
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
西
側
ハ
ル
ハ

河
の
東
方
約
十
数
㎞
を
両
部
族
の
境
界
と
裁
定
す
る
。
清
国
内
に
お
け
る
一
種
の
行
政
境
界
と
い
う
位
置
づ
け
だ
が
、
そ
の
後
は
両
方
が

混
交
し
が
ち
で
、
関
係
国
の
間
で
は
十
八
種
類
か
そ
れ
以
上
の
地
図
が
入
り
乱
れ
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
る
（
13
）

。

一
般
に
国
境
画
定
会
議
で
は
双
方
が
自
国
に
有
利
な
地
図
し
か
持
ち
出
さ
な
い
か
ら
、
延
々
と
水
掛
論
爭
が
つ
づ
き
、
結
局
は
中
断
し

て
し
ま
う
例
が
多
い
。
日
満
代
表
が
ハ
ル
ハ
河
、
モ
ン
ゴ
ル
代
表
が
ハ
ル
ハ
河
東
方
の
線
を
主
張
し
あ
っ
た
満
州
里
会
議
（
一
九
三
五
─

三
六
年
）
で
も
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
後
の
日
満
対
ソ
蒙
が
同
じ
主
張
を
く
り
返
し
た
国
境
画
定
会
議
（
一
九
四
〇
年
）
で
も
、
地
図
上
の
論

爭
は
決
着
し
な
か
っ
た
。
再
開
し
た
四
一
年
に
協
定
が
成
立
し
た
の
は
ほ
ぼ
ソ
連
軍
の
主
張
に
沿
う
線
と
は
い
え
、
実
は
停
戦
時
に
お
け

る
双
方
の
占
拠
線
を
採
用
し
た
た
め
で
、
八
月
に
国
境
標
識
を
建
て
終
っ
た
。

戦
後
の
東
京
裁
判
で
も
、
国
境
線
の
論
爭
は
む
し
返
さ
れ
る
。
日
本
の
侵
略
性
を
強
調
す
る
ソ
連
檢
事
は
、
ハ
ル
ハ
河
東
方
の
線
を
国

境
線
と
し
た
地
図
を
次
々
に
突
き
つ
け
る
。
出
廷
し
た
日
本
側
証
人
た
ち
は
「
そ
の
地
図
は
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
か
「
地
図
の
來
歴
が

不
詳
」
な
ど
と
つ
っ
ぱ
ね
、
最
後
に
「
ハ
ル
ハ
河
が
国
境
線
だ
と
信
じ
て
お
り
ま
す
」
と
、
異
口
同
音
に
く
り
返
し
た
。

う
ん
ざ
り
し
た
裁
判
長
は
「
時
間
の
無
駄
だ
」
と
何
度
も
口
を
挟
ん
だ
が
、
判
決
文
は
「
事
件
後
に
協
定
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
位

置
決
定
は
必
要
な
い
」
と
結
論
を
回
避
し
て
い
る
。

し
か
し
公
平
に
見
て
、
国
境
線
の
論
爭
で
日
本
側
の
主
張
は
か
な
り
分
が
悪
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ソ
連
は
ハ
ル
ハ
河
を
国
境
と
し
て

一
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い
た
帝
政
ロ
シ
ア
時
代
の
軍
用
地
図
を
、
一
九
三
二
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
の
現
地
補
測
で
ハ
ル
ハ
河
東
方
に
訂
正
し
た
。
北
川
四
郎

は
清
朝
時
代
の
部
族
境
界
が
、
そ
の
後
に
独
立
し
た
満
蒙
両
国
の
国
境
に
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
申
立
を
採
用
し
た
の
だ

ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

ソ
連
檢
事
は
、
関
東
州
庁
（
関
東
局
）
が
発
行
し
た
地
図
も
一
九
三
五
年
以
前
の
版
は
ハ
ル
ハ
河
の
東
北
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
同
年

以
降
は
ハ
ル
ハ
河
に
改
め
ら
れ
た
と
指
摘
し
、
北
川
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
だ
が
日
満
関
係
者
の
間
で
も
、
地
図
の
改
変
を
ど
こ
ま
で

認
識
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。
満
州
国
外
交
部
の
北
川
は
、
一
九
三
七
年
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
外
交
部
、
治
安
部
、
興
安
北
省
の

専
門
家
が
清
朝
時
代
（
一
八
四
九
年
）
の
道
標
を
確
認
し
な
が
ら
の
実
測
踏
査
で
作
り
あ
げ
た
地
図
に
、
ハ
ル
ハ
河
東
方
の
線
を
「
正
し

い
国
境
」
と
付
言
し
て
お
い
た
と
回
想
す
る
（
14
）

。

こ
の
地
図
を
参
考
に
し
た
の
か
、
防
衛
研
究
所
が
所
蔵
す
る
「
満
受
大
日
記
」
に
三
七
年
八
月
、
関
東
軍
参
謀
部
が
満
州
国
と
協
議
の

う
え
で
作
製
し
て
、
東
条
参
謀
長
名
で
梅
津
陸
軍
次
官
へ
送
付
し
た
五
〇
万
分
の
一
地
図
が
綴
じ
こ
ま
れ
て
い
る
。「
満
蒙
国
境
要
図
提

出
ノ
件
通
牒
」
と
題
し
た
現
物
を
眺
め
る
と
、
た
し
か
に
国
境
線
は
ハ
ル
ハ
河
の
東
方
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
の
や
や
西
方
の
線

を
南
北
に
走
っ
て
い
る
（
15
）

。

「
犯
さ
ず
、
犯
さ
れ
ず
」
の
衝
突
路
線

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ハ
ル
ハ
河
が
国
境
線
だ
と
い
う
大
前
提
で
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
を
発
動
し
た
第
二
十
三
師
団
と
、
そ
れ
を
容
認
し
た
関

東
軍
の
矛
盾
を
ど
う
說
明
で
き
る
の
か
。
こ
の
難
問
に
対
す
る
答
え
方
と
し
て
は
、

⑴
関
東
軍
司
令
部
の
国
境
線
に
対
す
る
公
式
解
釈
が
、
一
九
三
七
年
末
以
降
に
ハ
ル
ハ
河
へ
変
っ
た
。

一
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⑵
一
九
三
七
年
八
月
の
関
東
軍
地
図
に
準
拠
す
る
よ
う
指
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
実
務
上
は
在
來
の
各
種
地
図
が
混
用
さ
れ
て
い
た
。

三
九
年
五
月
末
の
戦
闘
で
ソ
蒙
軍
が
東
捜
索
隊
か
ら
捕
獲
し
た
地
図
が
、
国
境
線
を
ハ
ル
ハ
河
東
方
に
引
い
て
い
た
こ
と
は
、
東
京
裁

判
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
16
）

。

⑶
国
境
線
を
わ
ざ
と
不
確
定
に
し
て
お
く
の
が
有
利
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
。
事
件
さ
な
か
の
三
九
年
六
月
二
十
四
日
、
天
皇
は
参
謀
総

長
へ
「
国
境
画
定
は
関
東
軍
側
が
寧
ろ
之
を
欲
せ
ざ
り
し
に
あ
ら
ず
や
（
17
）

」
と
質
問
し
て
い
る
。

⑷
ハ
ル
ハ
河
を
国
境
と
主
張
し
て
い
た
バ
ル
ガ
族
隊
員
が
、
国
境
警
備
隊
や
満
軍
の
行
動
に
影
響
を
与
え
た
。

の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
と
も
断
定
で
き
る
材
料
は
な
い
。

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
⑵
に
関
わ
る
第
二
十
三
師
団
長
小
松
原
道
太
郎
中
将
の
日
記
で
あ
る
。
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
発
端
と

な
っ
た
三
九
年
五
月
十
一
日
の
衝
突
か
ら
、
東
捜
索
隊
が
ソ
蒙
軍
に
包
囲
さ
れ
全
滅
し
た
二
十
九
日
に
至
る
い
く
つ
か
の
記
事
を
次
に
引

用
し
た
い
（
18
）

。

「
満
軍
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
に
…
…
越
境
進
入

0

0

0

0

せ
る
外
蒙
軍
を
奇
襲
」（
５
月
12
日
）

「
所
感　

師
団
長
は
管
区
防
衛
の
全
責
任
を
有
し
、
過
般
命
令
せ
ら
れ
た
る
満
ソ
国
境
紛
爭
処
理
要
綱
に
基
き
、
随
意
0

0

に
作
戦
の
指
導
兵

力
の
運
用
を
な
す
べ
き
権
限
を
保
有
す
」（
５
月
22
日
）

「
所
感　

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
国
境
の
不
確
定

0

0

0

0

0

0

に
基
因
す　

外
蒙
領
内
と
彼
が
信
ぜ
る
地
域

0

0

0

0

0

0

0

に
外
蒙
軍
進
入
せ
る
を
以
て
５
月
15
日
、
日

満
両
軍
を
以
て
之
を
ハ
ル
ハ
河
以
南
に
撃
退
す
」（
５
月
29
日
）

一
一
一



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
九
一
）

傍

部
分
を
つ
な
い
で
小
松
原
の
心
境
を

推
察
す
る
と
、
先
入
感
も
あ
っ
て
か
発
端
時

に
は
ハ
ル
ハ
河
を
国
境
線
と
信
じ
て
い
た
の

は
た
し
か
の
よ
う
だ
。

し
か
し
砲
火
を
交
え
た
五
月
末
に
は
ゆ
ら

ぎ
だ
す
。
国
境
は
や
は
り
不
確
定

0

0

0

な
の
か
と

の
疑
心
を
抱
き
は
じ
め
た
よ
う
す
が
み
て
と

れ
る
。
改
め
て
手
許
の
地
図
を
じ
っ
く
り
見

直
し
て
悔
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

5
月
22
日
の
所
感
か
ら
は
律
儀
細
心
の
定

評
が
あ
っ
た
小
松
原
が
、
随
意
0

0

と
表
現
し
た

気
軽
な
気
分
で
初
動
を
決
意
し
た
き
っ
か
け

が
、
関
東
軍
司
令
官
の
名
で
示
達
さ
れ
た
ば

か
り
の
「
満
ソ
国
境
紛
爭
処
理
要
綱
」（
4

月
25
日
）
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
読
み
と

れ
る
。

強
硬
派
の
作
戦
参
謀
辻
政
信
少
佐
が
起
案

タウラン

ボイル湖

カンジュル廟

ハンダガヤ

満州国

①　フラト・ウリン・オボ
②　エリス・ウリン・オボ
③　ドゥングル・オボ
④　サンブル・ツァガン湖
⑤　スンブル・オボ
⑥　シリン・ホトク
⑦　ツァガン・オボ

モンゴル軍使用地図による国境線
（第一次ノモンハン事件で捕獲）

満軍国境監視隊

国境監視哨

道路

出所：北川四郎『ノモンハン』（85ページ）
　　　に秦が補筆

⑥
⑦

③
②

①

④
⑤

ドロト湖
将軍廟

ハイラル

ハン山

810

970

タムスク

モンゴル

ノモンハン

オ
ラ
ホ
ト
ガ

ハ
ル
ハ
河

ハ
マ
ル
ダ
バ コ

ロ
ベ
ン
ネ
ー
ラ ハ

ロ
ン
ア
ル
シ
ャ
ン

アムグロ

ハルハ廟

952
フロン山

ホルステ
ン川

ハルハ河周辺の略図

一
一
九



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
四
九
二
）

し
た
悪
名
高
い
こ
の
要
綱
は
、「
侵
さ
ず
、
侵
さ
し
め
ざ
る
」
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
国
境
線
が
明
瞭
な
地

と
不
明
確
な
地
域
へ
の

対
処
策
を
分
け
て
示
し
て
い
た
。

前
者
で
は
越
境
者
へ
の
「
急
襲
殱
滅
」
を
、
後
者
で
は
「
防
衛
司
令
官
（
注
：
ノ
モ
ン
ハ
ン
方
面
で
は
第
二
十
三
師
団
長
を
指
す
）
に
於
て

自
主
的

0

0

0

に
国
境
線
を
認
定
」
す
る
が
、「
無
用
の
紛
爭
惹
起
を
防
止
」
す
る
よ
う
求
め
て
も
い
た
。

ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区
は
、
起
案
者
た
ち
の
意
識
で
は
後
者
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
の
は
、

第
一
報
を
受
け
た
辻
で
さ
え
「
幕
僚
中
誰
一
人
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
地
名
を
知
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
眼
を
皿
の
よ
う
に
し
、
拡
大
鏡
を
以

て
…
…
漸
く
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
地
名
を
探
し
出
し
た
（
19
）

」
と
回
想
し
、
同
僚
の
服
部
、
島
貫
両
参
謀
も
似
た
証
言
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
20
）

。

大
幅
な
裁
量
権
を
も
ら
っ
て
い
た
小
松
原
は
、「
無
用
の
紛
爭
」
を
ひ
き
お
こ
さ
な
い
よ
う
外
蒙
兵
の
「
越
境
」
を
黙
認
し
て
も
よ

か
っ
た
の
だ
が
、「
侵
さ
し
め
ざ
る
」
と
い
う
部
分
に
過
剰
反
応
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

折
し
も
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
書
記
長
は
、
三
月
十
日
の
第
十
八
回
共
産
党
大
会
で
「
帝
国
主
義
戦
爭
は
開
始
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、

「
侵
さ
ず
、
侵
さ
れ
ず
」「
ソ
連
と
友
好
国
（
注
：
モ
ン
ゴ
ル
を
指
す
）
の
国
境
侵
犯
に
対
し
て
は
二
倍
の
反
撃
で
応
じ
る
用
意
が
あ
る
」
と

宣
言
し
た
。

こ
の
強
硬
姿
勢
は
、
三
月
三
日
に
赤
軍
参
謀
本
部
諜
報
局
（
Ｇ
Ｒ
Ｕ
）
が
ウ
ォ
ロ
シ
ー
ロ
フ
国
防
相
へ
提
出
し
た
「
上
海
の
日
本
軍
人

の
間
で
は
日
本
軍
が
五
月
に
大
規
模
な
対
ソ
軍
事
攻
勢
を
開
始
す
る
ら
し
い
、
と
い
う
噂
が
広
ま
っ
て
い
る
。
石
原
中
将
が
現
在
、
満
ソ

国
境
地
帯
を
ま
わ
り
指
示
を
与
え
て
い
る
（
21
）

」
と
い
う
情
報
分
析
に
起
因
す
る
、
と
說
く
ア
リ
ウ
ン
サ
イ
ハ
ン
の
よ
う
な
觀
測
も
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
Ｇ
Ｒ
Ｕ
情
報
な
る
も
の
の
確
度
は
き
わ
め
て
低
い
。
石
原
莞
爾
少
将
は
満
州
事
変
の
主
謀
者
と
し
て
の
知
名
度
は
高

か
っ
た
に
せ
よ
、
当
時
は
東
條
参
謀
長
と
の
確
執
で
関
東
軍
参
謀
副
長
の
座
を
追
わ
れ
舞
鶴
要
塞
司
令
官
の
閑
職
に
あ
っ
た
。
上
海
情
報

一
一
九



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
九
三
）

の
出
所
も
怪
し
い
が
、
ソ
連
首
脳
部
の
疑
心
を
か
き
た
て
る
に
は
十
分
だ
っ
た
ろ
う
。

歴
史
が
時
と
し
て
当
事
者
の
妄
想
に
よ
っ
て
動
く
の
は
珍
ら
し
く
な
い
と
す
れ
ば
、
日
ソ
双
方
が
期
せ
ず
し
て
「
衝
突
路
線
」

（collision course

）
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

粛
清
の
嵐

さ
て
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
核
心
部
分
へ
入
る
前
に
、
日
満
ソ
蒙
の
四
国
が
交
錯
し
た
前
史
段
階
を
一
九
三
五
年
前
後
ま
で
さ
か
の
ぼ
り

概
觀
し
て
お
き
た
い
。

日
露
戦
爭
以
降
の
日
本
陸
軍
に
と
っ
て
、
ソ
連
は
筆
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
仮
想
敵
国
で
あ
っ
た
。
満
州
事
変
と
満
州
国
の
建
国
に

よ
っ
て
、
関
東
軍
は
直
接
に
極
東
ソ
連
軍
と
国
境
を
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
経
済
建
設
を
優
先
し
た
ソ
連
は
満
州
国
内
を
貫
通
す
る

北
満
鉄
道
を
譲
渡
（
一
九
三
五
年
）
す
る
な
ど
の
後
退
策
を
重
ね
る
間
に
極
東
軍
の
戦
備
充
実
を
進
め
た
。

そ
の
結
果
一
九
三
六
年
末
に
は
バ
イ
カ
ル
湖
以
東
の
ソ
連
軍
兵
力
は
歩
兵
が
十
六
個
師
団
（
約
三
〇
万
人
）
に
増
勢
さ
れ
、
満
鮮
を
あ

わ
せ
た
五
個
師
団
基
幹
（
二
二
万
人
）
の
日
本
軍
と
大
差
は
な
か
っ
た
が
、
戦
車
で
は
八
倍
、
飛
行
機
は
五
倍
の
優
勢
を
示
し
、
参
謀
本

部
の
石
原
作
戦
部
長
を
「
驚
く
べ
き
国
防
上
の
欠
陥
」
を
招
來
し
た
と
慨
嘆
さ
せ
て
い
る
（
22
）

。

こ
の
格
差
は
、
日
本
が
三
七
年
夏
か
ら
中
国
と
の
全
面
戦
爭
に
ひ
き
こ
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
む
し
ろ
開
く
一
方
で
あ
っ
た
。
ノ
モ
ン

ハ
ン
事
件
直
前
の
三
九
年
春
に
日
本
陸
軍
は
全
三
十
七
個
師
団
の
う
ち
中
国
戦
線
に
二
十
七
個
師
団
を
投
入
し
、
在
満
鮮
兵
力
は
九
個
師

団
に
す
ぎ
ず
、
辻
関
東
軍
作
戦
参
謀
は
兵
力
比
を
三
対
一
と
算
定
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
東
軍
は
強
気
の
姿
勢
を
崩
し

て
い
な
い
。

一
一
九
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四
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八
巻
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号
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二
〇
一
二
年
三
月
）

（
四
九
四
）

ひ
と
つ
に
は
三
七
年
前
後
か
ら
ト
ハ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
元
帥
を
筆
頭
に
、
被
害
者
約
一
〇
〇
万
人
と
さ
れ
る
独
裁
者
ス
タ
ー
リ
ン
の
酷
烈

な
「
粛
清
」
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
極
東
軍
ば
か
り
か
衛
星
国
の
モ
ン
ゴ
ル
に
も
波
及
し
た
の
で
、
戦
力
と
士
気
の
低
下
が
大
き
い
と
判
断

さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

Ｄ
・
Ｍ
・
グ
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
七
～
四
〇
年
の
間
に
将
校
の
推
定
総
数
七
・
五
万
～
八
万
人
の
う
ち
、
少
く
と
も
三
万
人
が

処
刑
も
し
く
は
投
獄
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
五
人
の
元
帥
の
う
ち
三
人
、
国
防
次
官
十
一
人
の
全
員
、
軍
管
区
司
令
官
の
全
員
が
ふ
く

ま
れ
て
い
た
（
23
）

。
多
く
は
正
規
の
裁
判
に
か
け
ら
れ
ず
、
罪
名
は
拷
問
で
自
白
さ
せ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
・
日
本
の
「
ス
パ
イ
」
と
か
「
人
民
の

敵
」
な
ど
「
と
る
に
足
ら
な
い
」
も
の
ば
か
り
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
に
ほ
ぼ
全
員
が
名
誉
回
復
さ
れ
て
い
る
。

大
が
か
り
な
粛
清
は
、
マ
イ
ナ
ス
効
果
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。「
赤
軍
の
知
的
能
力
は
い
ち
じ
る
し
く
低
下
（
24
）

」（
ヴ
ォ

ル
コ
ゴ
ー
ノ
フ
）
し
た
の
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
軍
の
再
編
で
ジ
ュ
ー
コ
フ
将
軍
な
ど
若
手
の
有
能
な
指
揮
官
が
代
っ
て
登
用
さ
れ

た
の
で
、
ド
イ
ツ
や
日
本
が
期
待
し
た
ほ
ど
の
弱
体
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
に
司
令
部
を
置
く
極
東
軍
は
全
地
上
軍
の
四
分
の
一
を
擁
し
、
司
令
官
に
は
一
九
二
九
年
い
ら
い
十
年
近
く
ブ
リ
ュ
ッ

ヘ
ル
元
帥
が
君
臨
し
て
い
た
。
し
か
し
極
東
軍
の
幹
部
も
表
１
が
示
す
よ
う
に
三
七
年
半
ば
か
ら
粛
清
の
嵐
に
巻
き
こ
ま
れ
極
東
軍
の

「
指
揮
官
の
40
％
、
参
謀
の
70
～
80
％
が
逮
捕
」（
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
（
25
））

さ
れ
た
。
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
も
張
鼓
峰
事
件
が
解
決
し
て
一
週
間
に
当

る
三
八
年
八
月
十
八
日
に
モ
ス
ク
ワ
へ
召
喚
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
運
命
を
Ｖ
・
Ｓ
・
ミ
ル
バ
ク
の
論
文
か
ら
概
要
を
紹
介
し
よ
う
（
26
）

。

ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
は
政
治
局
会
議
で
、
ハ
サ
ン
湖
（
張
鼓
峯
）
事
件
の
失
敗
を
き
び
し
く
批
判
さ
れ
た
の
ち
解
任
さ
れ
た
。
二
週
間
後

に
妻
子
も
呼
ば
れ
、
息
子
の
大
尉
や
弟
の
大
佐
も
ろ
と
も
ソ
チ
に
軟
禁
さ
れ
、
秘
密
警
察
（
Ｎ
Ｋ
Ｖ
Ｄ
）
の
取
調
べ
を
受
け
た
。

一
一
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草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
九
五
）

そ
し
て
九
月
四
日
に
、
元
帥
は
別
宅
の
あ
る
東
京
へ

逃
亡
す
る
準
備
を
し
て
い
た
と
告
発
さ
れ
、
拷
問
の
す

え
十
一
月
九
日
に
死
ん
だ
。

息
子
や
弟
そ
れ
に
前
妻
ま
で
が
前
夫
の
「
反
革
命
行

動
」
を
自
白
し
て
処
刑
さ
れ
、
後
妻
は
八
年
後
に
釈
放

さ
れ
た
が
、
八
か
月
だ
っ
た
幼
児
の
消
息
は
不
明
の
ま

ま
で
あ
る
。
処
刑
さ
れ
た
全
員
が
、
一
九
五
六
年
に
名

誉
を
回
復
さ
れ
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
張
鼓
峯
事
件
で
戦
っ
た
ソ
連
軍
に
「
祖

国
の
国
境
を
勇
敢
に
英
雄
的
に
防
衛
し
た
」
と
賞
讃
し
た
。

師
団
長
や
国
境
守
備
隊
の
指
揮
官
た
ち
に
は
レ
ー
ニ
ン
勲

章
を
与
え
て
い
る
か
ら
、
最
高
指
揮
官
の
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル

を
日
本
の
ス
パ
イ
呼
ば
わ
り
す
る
の
は
言
い
が
か
り
に
す

ぎ
な
い
が
、
事
件
の
直
前
に
こ
の
地
区
か
ら
越
境
亡
命
し

た
リ
ュ
シ
コ
フ
（
Ｎ
Ｋ
Ｖ
Ｄ
の
極
東
担
当
）
と
の
関
わ
り
も

影
響
し
て
い
る
。

表 １　粛清されたソ連極東軍とモンゴルの要人

階級 職務 逮捕 処刑
1．ソ連極東軍

Ａ.Ｉ.ラピン 軍団長 空軍副司令官 1937.5
1937.9.21
（自殺）

Ｌ.Ｎ.アロンシュタン 政治部長 〃
Ｍ.Ｖ.カルムイコフ 軍団長 第20軍団長 37.6 38.4.16
Ｍ.Ｖ.サングルスキ 〃 副司令官 〃 38.7.28
プロコフィエフ 政治委員 第57軍団政治局長 38.7.25
エムリン 旅団長 第36師団長 38
Ｍ.Ｄ.ヴェリカノフ ザバイカル軍管司令官 37.10 38.3.25
Ｖ.Ｋ.ブリュッヘル 元帥 極東軍司令官 38.10.22 38.11.9
Ｇ.シュテルン 軍司令官 〃 41.10.28 41.11.9
Ｙ.スムシュケビッチ 軍団長 航空指揮官 〃 41.11.9

2．モンゴル

Ｐ.ゲンデン 首相
37.7.17

（36.4軟禁）
37.11.26

Ｇ.デミド 国防相
37.8.22

（毒殺？）
Ｊ.マルジ 参謀総長 37.9.10 37.10.21
Ｇ.サンボー 外相 〃 〃
Ｇ.ダンバ 軍団長 39.1.31

Ａ.アマル 首相 39.3.8
41.7

（モスクワで）
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月
）
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六
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そ
の
リ
ュ
シ
コ
フ
も
、
日
本
軍
の
尋
問
に
対
し
、
前
年
に
ス
タ
ー
リ
ン
か
ら
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
粛
清
の
密
命
を
受
け
、
極
東
へ
派
遣
さ
れ

た
が
隙
を
見
つ
け
ら
れ
ず
、
側
近
の
ラ
ピ
ン
ら
を
除
去
す
る
程
度
に
終
り
、
か
え
っ
て
自
身
に
危
険
が
迫
っ
た
の
で
逃
亡
し
た
の
だ
と
告

白
し
て
い
た
（
27
）

。

粛
清
の
波
は
モ
ン
ゴ
ル
に
も
押
し
寄
せ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
と
列
強
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
乗
じ
一
九
二
一
年
、
ソ
連
の
支
援
下
に
中
国
か

ら
独
立
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
共
産
政
権
は
、
そ
れ
い
ら
い
ソ
連
唯
一
の
衛
星
国
で
も
あ
っ
た
。

一
九
三
六
年
三
月
に
は
、
ソ
蒙
相
互
援
助
条
約
が
結
ば
れ
る
。
相
互
援
助
と
い
っ
て
も
モ
ン
ゴ
ル
は
人
口
八
〇
万
人
余
、
騎
兵
を
主
力

と
す
る
兵
力
が
一
万
余
人
に
す
ぎ
な
い
。
実
質
は
ソ
連
の
一
方
的
援
助
と
な
り
、
条
約
を
援
用
し
て
一
九
三
七
年
夏
か
ら
進
駐
し
て
き
た

新
編
の
ソ
連
第
五
十
七
軍
団
の
軍
事
力
は
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
、
弱
勢
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
は
ソ
連
人
軍
事
顧
問
の
監
視
と
指
導
下
に
置
か

れ
た
。

こ
う
し
た
ソ
蒙
の
関
係
は
、
関
東
軍
と
日
系
官
吏
・
軍
人
が
実
権
を
握
る
満
州
国
に
相
似
し
、
戦
力
的
に
も
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
満
軍
は
ほ

ぼ
互
角
と
見
ら
れ
て
い
た
。

ソ
連
と
し
て
気
が
か
り
な

は
極
東
軍
が
東
部
、
北
部
正
面
の
満
ソ
国
境
で
は
軍
事
的
優
位
を
占
め
て
い
た
も
の
の
、
弱
い
脇
腹
に
あ

た
る
西
部
正
面
の
満
蒙
国
境
か
ら
日
満
軍
が
モ
ン
ゴ
ル
経
由
で
侵
攻
し
て
く
る
事
態
で
、
そ
の
さ
い
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
一
部
が
、
蒙
古
系

の
多
い
満
軍
と
手
を
結
ん
で
寝
返
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

実
際
に
野
心
満
々
の
関
東
軍
は
、
三
五
年
半
ば
か
ら

北
と
内
蒙
古
を
「
第
二
の
満
州
国
」
化
し
よ
う
と
す
る
謀
略
工
作
を
進
め
て
い

た
し
、
こ
の
動
き
を
抑
制
す
る
立
場
に
あ
っ
た
中
央
の
参
謀
本
部
も
ソ
連
に
対
し
、

１
．
沿
海
州
、
北
樺
太
を
割
譲
せ
し
む

一
一
一
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２
．
大
蒙
古
国
の
建
設
を
認
め
し
む

の
よ
う
な
強
硬
方
針
を
並
べ
た
「
対
ソ
戦
爭
指
導
計
画
大
綱
」（
三
六
年
八
月
、
参
本
第
二
課
）
を
立
案
し
て
い
る
（
28
）

。
三
八
年
頃
か
ら
は
対

ソ
戦
に
さ
い
し
西
部
に
主
攻
勢
を
指
向
す
る
八
号
作
戦
計
画
の
研
究
に
着
手
し
、
新
設
の
第
二
十
三
師
団
を
ハ
イ
ラ
ル
に
配
置
し
た
。

こ
う
し
た
動
き
に
危
機
感
を
抱
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
二
方
向
か
ら
圧
力
を
加
え
、
対
抗
策
を
強
化
し
た
。
ま
ず
、
ソ
蒙

相
互
援
助
条
約
に
基
づ
き
ザ
バ
イ
カ
ル
軍
管
区
で
編
成
さ
れ
た
狙
撃
一
個
師
団
、
騎
兵
、
戦
車
各
一
個
旅
団
、
装
甲
車
三
個
旅
団
、
兵
力

約
三
万
の
第
五
七
軍
団
（
長
は
コ
ー
ネ
フ
将
軍
）
を
モ
ン
ゴ
ル
に
進
駐
さ
せ
た
。

第
二
は
モ
ン
ゴ
ル
の
全
階
層
に
わ
た
り
危
険
性
が
あ
る
と
見
な
し
た
分
子
を
一
掃
す
る
た
め
の
大
量
粛
清
で
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の

「
モ
ン
ゴ
ル
粛
清
博
物
館
」
の
掲
示
に
よ
る
と
、
三
七
年
夏
を
頂

と
し
て
三
〇
年
代
末
ま
で
に
軍
人
七
二
一
人
、
民
間
人
九
八
五
二
人
、

ラ
マ
僧
一
万
七
六
一
二
人
が
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
（
29
）

。

民
族
主
義
者
、
反
ソ
派
と
目
さ
れ
た
人
び
と
が
標
的
に
な
っ
た
が
、
実
行
は
モ
ス
ク
ワ
の
指
令
を
受
け
た
親
ソ
派
の
チ
ョ
イ
バ
ル
サ
ン

内
相
が
引
き
受
け
た
。
三
八
年
八
月
に
越
境
し
て
満
州
国
へ
亡
命
し
た
ビ
ン
バ
ー
大
尉
（
モ
ン
ゴ
ル
軍
第
六
騎
兵
師
団
）
の
情
報
に
よ
る
と
、

ゲ
ン
デ
ン
首
相
、
後
継
の
ア
マ
ル
首
相
、
デ
ミ
ド
国
防
相
、
ダ
ン
バ
将
軍
ら
は
か
ね
て
か
ら
ソ
連
軍
の
進
駐
と
ラ
マ
教
の
弾
圧
に
抵
抗
し
、

日
本
軍
の
内
蒙
進
出
に
呼
応
し
た
反
乱
も
謀
議
し
て
い
た
の
が
祟
っ
て
弾
圧
さ
れ
、
日
本
の
ス
パ
イ
と
し
て
次
々
に
粛
清
さ
れ
た
よ
う
だ
（
30
）

（
表
1
参
照
）。

ゲ
ン
デ
ン
の
最
期
は
一
家
全
滅
の
な
か
で
生
き
の
こ
っ
た
娘
（
粛
清
博
物
館
長
）
に
よ
っ
て
の
ち
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
三
六
年
三
月
に
首
相
を
解
任
さ
れ
た
ゲ
ン
デ
ン
一
家
は
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
で
一
年
半
軟
禁
さ
れ
た
の
ち
銃
殺
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
が
父

の
死
を
確
認
で
き
た
の
は
、
一
九
八
九
年
に
名
誉
回
復
を
通
知
さ
れ
て
か
ら
だ
っ
た
（
31
）

。
後
任
首
相
の
ア
マ
ル
も
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
直
前
の

一
一
一
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月
）

（
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九
八
）

三
九
年
二
月
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
指
令
で
解
任
（
の
ち
処
刑
）
さ
れ
、
チ
ョ
イ
バ
ル
サ
ン
が
首
相
兼
国
防
相
、
軍
総
司
令
官
を
兼
ね
た
。
関

東
軍
と
対
決
す
る
前
に
後
顧
の
憂
い
を
断
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

五
月
十
一
日
の
小
ぜ
り
あ
い

一
般
論
に
な
る
が
、
国
境
紛
爭
は
当
事
国
の
現
地
部
隊
に
よ
る
国
境
線
の
解
釈
が
食
い
ち
が
う
こ
と
か
ら
発
生
す
る
。
互
い
に
相
手
が

越
境
し
た
と
思
い
こ
ん
で
小
ぜ
り
あ
い
に
な
り
、
時
に
は
援
軍
を
く
り
出
す
こ
と
で
規
模
が
拡
大
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
相
手

が
先
に
仕
掛
け
た
と
主
張
す
る
の
が
常
則
で
、
上
部
指
揮
官
で
も
実
態
は
つ
か
み
に
く
い
。
表
２
に
例
示
し
た
諸
紛
爭
の
う
ち
、
満
蒙
国

境
地
帯
で
一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
ボ
イ
ル
湖
周
辺
で
多
発
し
た
と
き
は
両
軍
の
指
揮
官
に
拡
大
す
る
意
図
が
な
く
、
一
戦
交

え
る
と
あ
っ
さ
り
係
爭
地

か
ら
撤
退
し
て
い
る
。

三
九
年
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
平
穏
だ
っ
た
ハ
ル
ハ
河
東
岸
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
西
南
地
区
で
、
四
か
月
余
に
十
数
件
の
小
ぜ
り
あ
い
が
発

生
し
た
。
そ
の
う
ち
五
月
十
一
日
の
衝
突
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
直
接
的
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
定
說
と
さ
れ
て
き
た
。
東
京
裁

判
の
判
決
は
、
ソ
連
檢
事
と
モ
ン
ゴ
ル
人
証
人
の
申
立
て
を
採
用
し
て
、「
五
月
十
一
日
に
、
数
百
名
に
及
ぶ
日
本
軍
偵
察
隊
が
蒙
古
側

国
境
警
備
隊
を
攻
撃
し
た
こ
と
で
開
始
さ
れ
た
」
と
明
快
に
断
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
発
端
部
分
に
つ
い
て
の
日
本
側
の
認
識
は
か
な
り
あ
や
ふ
や
で
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
史
の
記
述
に
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
余
を
割

い
た
戦
史
叢
書
の
『
関
東
軍
〈
１
〉』
で
さ
え
「
こ
の
事
件
の
直
接
の
動
機
と
な
っ
た
外
蒙
軍
の
最
初
の
越
境
は
五
月
十
一
日
で
…
…
満

軍
を
も
っ
て
直
ち
に
こ
れ
を
撃
退
し
た
」
と
し
か
記
述
し
て
い
な
い
。

だ
が
私
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
全
体
の
性
格
を
理
解
す
る
に
は
、
発
端
時
に
お
け
る
当
事
者
の
反
応
と
対
応
ぶ
り
を
檢
分
す
る
の
が
欠
か
せ

一
一
一
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表 ２　ノモンハン事件前の主要な国境紛爭

事件名 日付 概要
1 ハルハ廟事件 1935年 1 月 モ軍十数人がハルハ廟付近を占領し満軍

が奪回、騎兵集団が出動、モ軍は退去し
たのでハイラルへ帰還。戦死 2

2 オラホドガ事件 36年 2 月 越境したモ軍約200を杉本部隊が撃破後ハ
イラルへ帰還。戦死 8

3 タウラン事件 36年 3 月 タウランで満モ両軍衝突。渋谷支隊が出
動。ソ軍も参加
日ソモの航空隊も交戦。日本の戦死13

4 長嶺子事件
　（東満）

36年 3 月 日ソ両軍の小部隊が交戦。日本の戦死 2

5 カンチャズ事件
　（北満）

37年 6 月 黒竜江中の小島にソ兵上陸、ソ軍の砲艇
を日本軍が歩兵砲で撃沈。外交交渉に
よって 7 月 2 日ソ軍は撤退。

6 張鼓峰事件
　（東満）

38年 7 月～ 8 月 7 月 9 日ソ軍国境警備隊が張鼓峰に進出、
陣地構築を開始した。朝鮮軍の第19師団
主力が進出、ソ軍も 2 個師団と飛行機を
進出させ、激戦に発展した。
しかし大本営は専守防御の方針を取り、
8 月10日モスクワで停戦協定が成立、日
本軍は係爭地から撤退した。日本軍の526
名に対しソ軍は910名が戦死。

7 ノモンハン付近 39年 1 月17日 モの国境警備隊と満軍騎兵第 7 団がノモ
ンハン西方 2 kmで交戦。モのダシニム中
隊長他 1 名が捕虜に

8 　　　〃 39年 2 月16日 チョグドンらモの国境警備隊が満軍騎兵
第 7 団と交戦　満軍の 4 人が捕虜に

9 　　　〃 39年 5 月 4 日 ノモンハン西南約10kmで満警察隊12人と
モ兵50人が交戦。戦死 1 。モ軍は15人が
死傷したがバル西高地とノロ高地に陣地
構築。

［出所］『関東軍〈1〉』、プレブ編『ハルハ河会戦』、ジューコフ最終報告書等
一
一
一
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（
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〇
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な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
冗
長
を
い
と
わ
ず
五
月
十
一
日
に
焦

を
す
え
て
、
関
連
の
第
一
次
情
報
を
次
に
対
比
し
て
み
よ
う
。

１
．
◇
昨
十
二
日

0

0

0

0

朝
來
外
蒙
軍
少
く
も
七
〇
〇
は
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
南
方
地
区
に
於
て
「
哈ハ

爾ル

哈ハ

」
河
を
渡
河
し
不
法
越
境
し
來
り

十
二
日
朝
來
満
軍
の
一
部
と
交
戦
中　

尙
後
方
よ
り
増
援
あ
る
も
の
の
如
し
。
防
衛
司
令
官
は
師
団
の
一
部
及
在
海
（
注
：
ハ
イ
ラ

ル
）
満
軍
の
全
力
を
以
て
此
の
敵
を
撃
滅
せ
ん
と
す
（
五
月
十
三
日
一
四
〇
〇
第
二
十
三
師
団
長
発
関
東
軍
司
令
官
宛
電
報
）。

２
．
◇
満
軍
第
九
団

0

0

0

「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
に
進
入
せ
る
外
蒙
兵
約
三
十
を
奇
襲
し
、
次
で
越
境
進
入
せ
る
敵
五
十
を
襲
撃
し
之
に
莫
大
の
損

0

0

0

0

害0

を
与
え
た
り　

敵
の
遺
棄
死
体
五
、
我
に
損
害
な
し
。
外
蒙
兵
七
百
、
更
に
越
境　

第
九
団
は
之
に
対
し
攻
撃
中
（
小
松
原
日
記
、

五
月
十
二
日
の
項
）

３
．
◇
五
月
十
一
日
ノ
モ
ン
ハ
ン
西
南
約
十
五
キ
ロ
付
近
の
地
区
に
不
法
越
境
せ
る
外
蒙
軍
（
機
関
銃
を
有
す
る
八
、
九
十
名
）
に
対
し
、

警
備
隊
の
一
団
は
二
時
三
十
分
攻
撃
を
開
始
し
勇
戦
奮
闘
、
敵
に
多
大
の
損
害
を
与
え
之
を
国
境
線
外
に
撃
退
せ
り
。
敵
の
遺
棄
死

体
五
。
防
衛
司
令
官
（
注
：
小
松
原
）
は
警
備
隊

0

0

0

の
郭
文
通
隊
長

0

0

0

0

0

に
対
し
賞
詞
を
与
え
ら
れ
た
り
（
第
二
十
三
師
団
参
謀
部
の
情
報
記
録
、

五
月
十
二
日
の
項
）。

４
．
五
月
十
日
ハ
ル
ハ
河
渡
河

付
近
で
巡
察
中
の
わ
が
国
境
警
備
隊
は
、
外
蒙
古
側
か
ら
不
法
射
撃
を
受
け
直
ち
に
応
戦
し
た
。
翌0

0

十
一
日

0

0

0

わ
が
警
察
隊

0

0

0

は
再
び
ハ
ル
ハ
河
飲
馬
場
付
近
で
外
蒙
側
の
国
境
監
視
兵
と
衝
突
、
敵
は
さ
ら
に
増
援
隊
を
繰
り
出
し
た
の
で
激

戦
と
な
り
、（
十
二
日
に
は
）
ツ
ァ
ガ
ン
・
オ
ボ
の
興
安
騎
兵
第
七
団
の
一
個
小
隊
（
塩
野
慶
吉
中
尉
指
揮
）
は
直
ち
に
応
援
に
出
動
。
越

境
し
た
敵
は
約
二
百
騎
（
蘭
星
会
編
『
満
州
国
軍
』
一
九
七
〇
、
五
三
九
ペ
ー
ジ
）。

一
一
一
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１
～
４
を
通
觀
す
る
と
、
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
。
や
や
精
度
が
高
い
の
は
、
３
の
第
二
十
三
師
団
参
謀
部
の
情
報
記
録
と
４
の
満
軍

情
報
と
思
わ
れ
る
。
２
の
小
松
原
日
記
は
十
一
日
の
交
戦
（
前
段
）
と
翌
十
二
日
の
記
事
（
後
段
）
を
ま
と
め
て
記
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

遺
棄
死
体
五
を
「
莫
大
な
損
害
」
と
表
現
し
た
り
、
出
動
し
た
満
軍
は
第
七
団
の
は
ず
な
の
に
、
他
地
区
に
い
る
第
九
団
と
記
し
た
り
、

満
州
国
警
察
と
満
州
国
軍
の
弁
別
さ
え
、
あ
や
ふ
や
で
あ
る
。

辻
参
謀
ら
を
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
は
ど
こ
だ
」
と
あ
わ
て
さ
せ
た
１
の
関
東
軍
司
令
部
へ
の
第
一
報
で
は
さ
ら
に
精
度
が
落
ち
、
日
記
で
は

満
軍
が
「
奇
襲
」「
襲
撃
」
し
「
攻
撃
」
を
仕
掛
け
た
か
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
十
一
日
の
経
過
を
省
い
て
、
い
き
な

り
七
百
人
の
外
蒙
軍
が
押
し
寄
せ
迎
撃
に
追
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。

し
か
も
第
一
報
と
「
撃
滅
」
を
意
図
す
る
本
格
的
反
撃
の
決
意
表
明
が
抱
き
あ
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。
十
七
日
の
小
松
原
日
記
で
は

「
外
蒙
兵
七
〇
〇
越
境
侵
入
せ
る
の
報
は
虚
報
な
り
…
…
30
～
50
な
り
」
と
気
づ
い
て
い
る
が
、
す
で
に
行
動
を
起
こ
し
た
あ
と
だ
か
ら
、

訂
正
電
を
打
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。

ど
う
や
ら
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
初
動
は
、
小
松
原
の
好
戦
的
姿
勢
に
起
因
す
る
と
評
し
て
よ
さ
そ
う
だ
が
、
本
來
は
対
ソ
情
報
の
専
門
家

で
慎
重
派
と
見
ら
れ
て
い
た
彼
を
、
い
さ
さ
か
軽
率
な
行
動
に
駆
り
た
て
た
要
因
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
第
一
は
第
二
十
三
師
団
司
令
部

の
あ
る
ハ
イ
ラ
ル
は
衝
突
の
現
場
か
ら
二
〇
〇
キ
ロ
も
離
れ
、
師
団
長
、
参
謀
を
ふ
く
め
現
場
に
土
地
勘
の
あ
る
ス
タ
ッ
フ
が
い
な
か
っ

た
こ
と
、
第
二
は
満
州
国
警
察
と
満
州
国
軍
の
報
告
は
満
軍
第
十
管
区
司
令
部
（
ハ
イ
ラ
ル
）
を
経
由
し
て
小
松
原
か
ら
新
京
の
関
東
軍

司
令
部
へ
届
く
間
に
情
報
の
混
線
や
増
幅
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

興
安
北
省
警
務
庁
の
保
月
義
雄
（
日
系
警
正
）
に
よ
る
と
、
年
初
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
兵
の
動
き
が
活
発
化
し
た
の
で
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
分
駐

所
の
日
蒙
人
警
察
官
を
一
〇
人
ほ
ど
増
強
し
た
。
し
か
し
い
ぜ
ん
と
し
て
劣
勢
な
の
で
危
機
感
を
強
め
、
第
二
十
三
師
団
司
令
部
へ
日
本
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〇
二
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軍
の
出
動
を
要
請
し
、「
警
察
を
見
殺
し
に
す
る
な
ら
引
揚
げ
る
よ
り
方
法
は
な
い
と
強
談
判
（
32
）

」
し
た
と
い
う
。

一
方
、
関
東
軍
直
属
の
ハ
イ
ラ
ル
特
務
機
関
は
外
蒙
兵
の
「
越
境
」
を
過
敏
に
受
け
と
る
必
要
は
な
く
、
河
を
挟
ん
だ
住
民
は
相
互
に

馬
や
羊
の
群
を
つ
れ
渡
渉
場
を
渡
っ
て
往
來
し
て
い
る
」
状
況
も
あ
り
、「
軍
事
的
に
無
価
値
な
地
域
で
事
を
構
え
る
根
拠
が
な
い
」
と

し
て
、
師
団
出
動
の
必
要
は
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
し
か
し
機
関
長
の
横
井
忠
道
大
佐
は
、
対
ソ
情
報
の
先
輩
で
あ
る
小
松
原
に
気
兼

ね
し
た
た
め
か
関
東
軍
に
対
し
反
対
意
見
を
送
ら
ず
、
第
二
課
の
大
越
参
謀
か
ら
問
責
さ
れ
た
と
証
言
す
る
機
関
員
（
田
村
利
美
少
校
）

の
証
言
も
あ
る
（
33
）

。
小
松
原
も
、
ハ
イ
ラ
ル
特
機
の
所
見
を
聞
い
た
形
跡
は
な
い
。

の
ち
に
師
団
が
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
る
事
態
と
な
っ
て
か
ら
、
彼
は
初
動
の
勇
み
足
を
悔
ん
だ
ら
し
い
。
停
戦
直
後
の
九
月
に
第
四
師

団
長
か
ら
参
謀
次
長
に
就
任
す
る
た
め
帰
国
を
控
え
て
い
た
陸
士
同
期
生
の
沢
田
茂
中
将
へ
、「
四
月
の
満
ソ
国
境
紛
爭
処
理
要
綱
が
出

た
の
で
や
っ
た
。
あ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
34
）

」
と
打
ち
明
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
た
か
も
五
月
十
三
日
、
ハ
イ
ラ
ル
の
師
団
司
令
部
で
は
指
揮
下
の
各
部
隊
長
を
集
め
、
く
だ
ん
の
処
理
要
綱
を
徹
底
す
る
た
め
の
会

同
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
現
地
視
察
中
の
大
本
営
作
戦
課
長
の
稲
田
正
純
大
佐
が
井
本
少
佐
ら
三
名
の
部
員
を
帯
同
し
て
立
ち
寄

り
同
席
し
て
い
た
。

そ
の
席
上
で
十
一
、
十
二
の
両
日
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
付
近
で
外
蒙
軍
が
越
境
し
て
き
た
と
い
う
報
告
が
入
り
、
師
団
長
が
捜
索
隊
長
東あ
ず
ま

八や

百お

蔵ぞ
う

中
佐
に
歩
兵
一
個
大
隊
と
満
軍
騎
兵
団
を
加
え
て
現
場
へ
出
動
命
令
を
く
だ
す
場
面
に
居
合
わ
せ
た
と
、
井
本
熊
男
少
佐
は
証
言
（
35
）

す

る
。
稲
田
大
佐
は
「
何
は
と
も
あ
れ
健
闘
を
祈
っ
て
送
り
出
す
」
と
回
想
す
る
が
、
一
行
は
単
な
る
国
境
の
小
ぜ
り
あ
い
と
「
極
め
て
軽

く
」
受
け
と
め
、「
大
事
件
の
発
端
と
な
る
こ
と
は
夢
想
も
し
な
か
っ
た
」
し
、
そ
も
そ
も
国
境
線
の
解
釈
が
分
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
を
払
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
36
）

。
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秦
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（
五
〇
三
）

大
本
営
参
謀
た
ち
の
激
励
で
意
を
強
く
し
た
の
か
小
松
原
は
、
関
東
軍
司
令
官
に
ト
ラ
ッ
ク
一
〇
〇
両
と
偵
察
機
一
中
隊
を
急
派
さ
れ

た
い
と
か
、
ハ
イ
ラ
ル
駐
屯
の
飛
行
第
二
十
四
戦
隊
（
九
七
式
戦
闘
機
一
八
機
）
を
指
揮
下
に
入
れ
て
く
れ
と
要
望
し
、
折
返
し
了
承
電
を

受
け
て
い
た
。

服
部
関
東
軍
参
謀
が
戦
後
に
整
理
起
稿
し
た｢

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
機
密
作
戦
日
誌
」
は
、「
第
一
回
出
動
は
国
境
紛
爭
処
理
要
綱
の
精0

神0

に
基
き
防
衛
司
令
官
た
る
第
二
十
三
師
団
長
が
独
断
0

0

を
以
て
決
意
（
37
）

」（
傍

は
秦
）
し
た
の
で
了
承
し
、
兵
力
の
増
加
要
求
も
認
め
た
と

記
す
。
あ
ま
り
気
が
進
ま
な
い
の
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
が
、
そ
の
う
ち
熱
く
な
っ
て
し
ま
う
関
東
軍
幹
部

に
、
や
は
り
消
極
的
だ
っ
た
大
本
営
も
引
き
ず
ら
れ
る
と
い
う
皮
肉
な
成
り
行
き
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

見
殺
し
に
さ
れ
た
東
捜
索
隊

そ
れ
で
は
、
対
応
す
る
ソ
蒙
側
は
ど
う
動
い
た
の
か
。
発
端
に
つ
い
て
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
は
、「
五
月
十
一
日
の
〇
四
〇
〇
～

〇
五
〇
〇
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区
で
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
た
日
満
軍

0

0

0

二
〇
〇
人
が
越
境
、
二
〇
人
の
モ
ン
ゴ
ル
国
境
警
備
隊
員
を
襲
撃
、
ハ
ル

ハ
河
ま
で
退
却
し
た
が
、
援
軍
が
來
て
十
二
時
間
の
激
戦
で
二
名
が
死
亡
、
一
名
が
負
傷
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

情
報
源
と
思
わ
れ
る
第
二
十
四
国
境
警
備
隊
第
七
哨
所
長
Ｐ
・
チ
ョ
グ
ド
ン
の
東
京
裁
判
に
お
け
る
証
言
は
も
う
少
し
詳
し
い
の
で
、

要

を
次
に
引
用
し
た
い
。

第
七
哨
所
の
担
任
区
域
は
エ
リ
ス
・
オ
ボ
か
ら
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
に
至
る
ハ
ル
ハ
東
岸
地
区
で
、
西
岸
の
サ
ン
ブ
ル
・

ツ
ァ
ガ
ン
の
哨
所
か
ら
東
岸
へ
連
日
の
よ
う
に
巡
察
隊
を
派
出
し
て
い
た
。
五
月
十
日
夜
か
ら
翌
朝
に
か
け
、
ツ
ェ
ド
イ
ブ
を
長
と
す

一
一
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る
二
〇
名
を
巡
察
に
出
し
た
と
こ
ろ
十
一
日
〇
八
〇
〇
頃
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
南
西
6
㎞
で
ト
ラ
ッ
ク
四
台
に
乗
っ
た
日
満
0

0

騎
兵
約
三
〇
〇

人
が
攻
撃
し
て
き
て
、
二
名
が
戦
死
、
一
名
が
負
傷
し
、
巡
察
隊
は
退
却
し
た
が
、
予
備
隊
が
出
動
し
て
十
二
日
夜
ま
で
に
国
境
外
へ

撃
退
し
た
。

　

十
四
日
朝
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
西
北
3
㎞
の
歩
哨
か
ら
六
〇
〇
人
の
日
満
騎
兵
隊
が
進
撃
中
と
報
告
を
受
け
た
の
で
、
私
は
四
〇
名
を
ひ

き
い
て
ド
ゥ
ン
グ
ル
・
オ
ボ
へ
出
動
し
た
が
、
十
五
日
に
は
ハ
ル
ハ
河
西
岸
へ
後
退
し
た
（
38
）

。

さ
て
双
方
の
言
い
分
を
照
合
す
る
と
多
少
の
食
い
ち
が
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
交
戦
の
規
模
を
い
ず
れ
も
誇
大
に
申
立
て
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
兵
力
数
は
せ
い
ぜ
い
数
十
人
が
数
百
人
に
ふ
く
れ
て
い
る
し
、
数
時
間
の
「
激
戦
」
だ
と
い
う
の
に
、
五
月
十
一
日
の
戦
死
者

は
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
２
人
、
満
軍
は
０
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
も
相
手
方
が
越
境
し
た
と
信
じ
こ
ん
で
い
る
か
ら
、
ど
ち
ら
が
先
に
発
砲
し

た
か
を
詮
索
し
て
も
無
意
味
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
満
蒙
両
軍
の
小
ぜ
り
あ
い
に
と
ど
ま
っ
て
い
れ
ば
、
事
件
は
自
然
鎮
火
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、「
子
ど
も
の
ケ
ン
カ
に
親

が
出
る
」
形
で
日
ソ
両
軍
が
介
入
す
る
に
及
び
、
本
格
的
な
軍
事
衝
突
へ
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
ケ
ン
カ
を
買
っ
て
出
た
の
は
五
月
十
三
日
に
東
支
隊
と
満
軍
を
出
動
さ
せ
た
日
本
軍
だ
が
、
チ
ョ
グ
ド
ン
の
国
境
警
備
隊
は
装
甲

車
を
伴
っ
た
十
数
倍
の
日
満
軍
に
包
囲
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、
西
岸
へ
退
い
た
。
肩
す
か
し
を
食
っ
た
形
の
小
松
原
師
団
長
は
、
満
軍
を
ノ

モ
ン
ハ
ン
付
近
に
残
し
て
警
備
に
当
ら
せ
、
支
隊
は
十
七
日
ま
で
に
ハ
イ
ラ
ル
へ
引
揚
げ
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
が
入
れ
替
る
よ
う
に
、
ソ
蒙
側
は
積
極
的
な
行
動
を
起
こ
す
。
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
は
「
第
五
十
七
軍
団
（
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
軍
団
長
）

の
ほ
う
が
日
本
軍
よ
り
機
敏
に
反
応
し
た
（
39
）

」
と
評
す
。
そ
し
て
五
月
十
六
日
、
ソ
蒙
軍
司
令
部
は
国
境
地
区
の
紛
爭
が
増
加
し
つ
つ
あ
る

一
一
一



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
五
〇
五
）

状
況
に
備
え
、
第
十
一
戦
車
旅
団
（
在
ウ
ン
ド
ル
ハ
ン
）
の
狙
撃
大
隊
長
ブ
イ
コ
フ
上
級
中
尉
を
指
揮
官
に
、
戦
車
（
13
両
）、
装
甲
車
（
39

両
）、
野
砲
（
20
門
）、
架
橋
工
兵
等
を
抜
い
た
ブ
イ
コ
フ
混
成
支
隊
を
編
成
し
、
車
載
狙
撃
第
149
連
隊
（
在
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
）
と
砲
兵
一

大
隊
を
タ
ム
ス
ク
へ
前
進
さ
せ
た
と
述
べ
て
い
る
。

チ
ョ
グ
ド
ン
は
五
月
十
五
日
に
、
哨
所
を
訪
れ
た
ソ
蒙
両
軍
の
代
表
か
ら
「
敵
兵
力
を
二
十
一
日
ま
で
は
絶
対
に
ハ
ル
ハ
河
を
渡
ら
せ

な
い
よ
う
食
い
と
め
ろ
（
40
）

」
と
厳
命
さ
れ
た
と
回
想
す
る
。
そ
の
と
き
ま
で
ハ
ル
ハ
河
地
区
に
ソ
蒙
正
規
軍
は
皆
無
で
、
小
銃
し
か
持
た
な

い
国
境
警
備
隊
だ
け
で
日
満
軍
を
食
い
と
め
る
の
は
至
難
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
幸
運
に
も
、
同
じ
日
に
小
松
原
は
東
支
隊
に
ハ
イ
ラ
ル

へ
の
引
揚
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

タ
ム
ス
ク
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
第
六
騎
兵
師
団
と
ブ
イ
コ
フ
支
隊
が
西
岸
の
拠

と
な
る
ハ
マ
ル
ダ
バ
へ
進
出
し
て
き
た
の
は
、
期
限
ど
お

り
の
五
月
二
十
日
と
二
十
一
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
十
三
日
に
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
河
を
渡
っ
て
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
か
ら
６
～
８
㎞
の
線
と

ホ
ル
ス
テ
ン
川
南
岸
に
布
陣
す
る
。

二
十
六
日
に
は
工
兵
中
隊
が
ハ
ル
ハ
河
に
架
橋
し
、
ブ
イ
コ
フ
支
隊
の
主
力
は
戦
車
、
装
甲
車
を
渡
し
て
距
岸
8
㎞
の
砂
丘
（
日
本
軍

呼
称
の
七
三
三
高
地
ま
た
は
バ
ル
シ
ャ
ガ
ル
西
高
地
に
相
当
）
に
陣
地
を
構
え
た
が
、
122
ミ
リ
砲
な
ど
の
砲
兵
は
西
岸
の
台
上
に
配
備
し
、
全

体
の
指
揮
を
第
五
七
軍
団
作
戦
参
謀
の
イ
ヴ
ェ
ン
コ
フ
大
佐
が
統
轄
し
た
。
は
か
ら
ず
も
二
十
七
日
に
攻
勢
を
か
け
て
き
た
山
県
支
隊
を

迎
え
撃
つ
態
勢
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
小
松
原
師
団
長
は
肩
す
か
し
さ
れ
た
東
支
隊
が
撤
退
し
た
の
を
追
尾
す
る
か
の
よ
う
に
、
追
い
払
っ
た
は
ず
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
が

ハ
ル
ハ
河
東
岸
の
係
爭
地
へ
舞
い
戻
っ
て
き
た
の
を
知
り
、
い
ら
だ
ち
を
隠
さ
な
か
っ
た
。

彼
が
歩
兵
第
六
四
連
隊
第
三
大
隊
と
捜
索
隊
（
東
中
佐
）
等
か
ら
成
る
山
県
支
隊
（
歩
六
四
連
隊
長
山
県
武
光
大
佐
が
指
揮
）
へ
出
動
を
下

一
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令
し
た
の
は
五
月
二
十
一
日
で
あ
る
。
満
軍
騎
兵
（
兵
力
約
五
〇
〇
人
）、
警
察
隊
、
亡
命
者
の
ビ
ン
バ
ー
大
尉
や
捕
虜
に
な
っ
た
ダ
シ
ヌ

マ
を
ふ
く
む
特
務
機
関
の
情
報
隊
も
同
行
し
た
。
そ
の
報
告
を
受
け
た
辻
参
謀
は
「
待
て
よ
、
こ
ん
な
方
法
を
蒸
し
返
し
た
ら
際
限
が
な

い
。
何
と
か
新
し
い
や
り
方
を
」
と
感
じ
、
各
幕
僚
も
軍
司
令
官
も
同
調
し
た
。
そ
こ
で
軍
参
謀
長
名
に
よ
り
「
ハ
ル
ハ
河
右
岸
に
外
蒙

騎
兵
の
一
部
が
進
出
滞
留
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
大
局
的
に
見
て
大
な
る
問
題
で
は
な
い
。
暫
く
静
觀
し
、
機
を
見
て
一
挙
に
急
襲
し
て

は
如
何
」
と
伝
え
た
。

折
か
ら
新
京
へ
來
て
い
た
第
二
十
三
師
団
参
謀
長
の
大
内
孜
大
佐
も
賛
成
し
て
、
山
県
支
隊
を
ハ
イ
ラ
ル
へ
呼
び
返
す
よ
う
小
松
原
へ

進
言
し
て
い
る
。
関
東
軍
司
令
官
も
、
考
え
直
し
て
も
ら
え
る
と
楽
觀
し
た
の
か
、
二
十
三
日
に
は
「
事
件
を
拡
大
せ
ざ
る
こ
と
に
関
し

て
は
万
全
を
期
し
あ
り
」
と
参
謀
総
長
に
あ
て
て
発
電
し
、
折
り
返
し
関
東
軍
の
「
適
切
な
る
処
置
に
信
頼
し
…
上
奏
に
達
せ
ら
る
る

筈
」
と
の
返
電
が
届
く
。

支
那
事
変
に
国
軍
の
主
力
を
割
か
れ
、
ド
イ
ツ
と
の
防
共
協
定
強
化
問
題
や
天
津
の
英
租
界
問
題
な
ど
重
要
な
外
交
案
件
の
処
理
に
追

わ
れ
て
い
る
陸
軍
中
央
と
し
て
は
、
日
ソ
間
で
新
た
な
火
種
を
か
か
え
こ
む
の
は
好
ま
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
関
東
軍
の
不
拡
大
方
針

に
、「
上
奏
」
の
重
み
を
添
え
て
釘
を
刺
し
た
つ
も
り
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
配
慮
は
利
き
め
が
な
か
っ
た
。
五
月
下
旬
の
小
松
原
日
記
で
は
「
師
団
長
は
…
…
随
意
に
作
戦
の
指
導
兵
力
の

運
用
を
な
す
べ
き
権
限
」
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
陰
忍
自
重
…
…
を
可
と
す
べ
き
意
見
あ
り
し
も
…
…
山
県
支
隊
は
既
に
準
備
を
完
了
し
、

今
さ
ら
、
其
出
動
を
中
止
す
る
こ
と
は
出
來
難
し
」「
実
行
の
中
途
に
於
て
制［
マ
マ
］肘
す
る
は
却
て
統
帥
を
紊み
だ

し
」
と
開
き
直
っ
た
。

そ
れ
で
も
山
県
支
隊
を
係
爭
地
へ
直
行
さ
せ
る
の
は
た
め
ら
い
、
と
り
あ
え
ず
カ
ン
ジ
ュ
ル
廟
に
し
ば
ら
く
待
機
さ
せ
二
十
五
日
夕
方

に
戦
機
到
來
と
見
て
出
撃
命
令
を
く
だ
す
。
そ
の
間
に
航
空
偵
察
や
捕
虜
に
し
た
ブ
イ
コ
フ
機
械
化
大
隊
の
下
士
官
か
ら
得
た
情
報
で
ソ
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蒙
軍
が
野
砲
、
対
戦
車
砲
、
装
甲
車
を
持
ち
、
タ
ム
ス
ク
に
六
〇

機
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
支
隊
の
装
備
に
注
意

を
配
っ
た
形
跡
が
な
い
。

表
３
で
示
し
た
よ
う
に
、
防
御
に
ま
わ
っ
た
ソ
蒙
軍
の
兵
力
に

比
べ
、
攻
め
る
日
満
軍
の
兵
力
は
「
攻
者
三
倍
原
則
」
ど
こ
ろ
か
、

同
等
な
い
し
や
や
劣
勢
で
あ
る
。

何
よ
り
も
日
本
側
に
は
75
ミ
リ
以
上
の
砲
が
四
分
の
一
の
五
門

し
か
な
く
、
戦
車
に
至
っ
て
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
気
に
な
れ
ば
、

持
ち
あ
わ
せ
ぬ
戦
車
・
装
甲
車
は
と
も
か
く
、
手
許
に
あ
っ
た
指

揮
下
の
野
砲
第
13
連
隊
（
定
数
は
75
ミ
リ
野
砲
24
門
、
122
ミ
リ
榴
弾
砲

12
門
）
を
随
伴
さ
せ
れ
ば
、
ソ
蒙
軍
の
76
ミ
リ
砲
12
門
、
122
ミ
リ

榴
弾
砲
４
門
と
対
抗
で
き
た
の
に
、
動
員
し
な
か
っ
た
。
相
手
は

モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
が
主
力
だ
か
ら
、
東
捜
索
隊
の
騎
兵
（
軍
馬
88
頭
）

で
蹴
散
ら
せ
る
と
踏
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
山
県
支
隊
は
二
十
七
日
夜
か
ら
行
動
を
起
こ
し
た
。

各
隊
が
三
方
向
か
ら
六
隊
に
分
れ
前
進
し
て
、
翌
朝
ま
で
に
川
又

（
ハ
ル
ハ
河
と
ホ
ル
ス
テ
ン
川
の
分
岐

）
へ
敵
を
追
い
こ
み
、
包
囲

表 ３　第一次ノモンハン事件の参加兵力と損耗
（1939年 5 月28日～ 30日）

部隊名 戦死／出動兵員 野山砲
対戦車砲

（速射砲）
戦車 装甲車

1 日本軍捜索隊 105／157 ─ ─ ─ 1／1

　歩64連隊 63／1,058 0／5 1／4 ─ ─

　その他共計 170／1,616 0／5 1／4 ─ 2／2

2 満軍 ／488 0／2 ─ ─ ─

3 ソ連軍 138／1,043 3／13 ?／4 0／13 10／30

4 モンゴル軍 33／1,257 ／7  ／4 ─ 5／18

3 ＋ 4 171／2,300 ／20  ／8 13／39

出所：日本側は『関東軍〈1〉』、ソ連側はコロミーエツより
注⑴　下段は参加数、上段は喪失数
　⑵　おくれて出動したが、交戦しなかった歩71連隊馬場大隊（366人、山砲 6

門等）は計上していない。
　⑶　満軍の損害は不詳、ソ連側は12名を捕虜にしたと記録する。
　⑷　日本軍は戦果として戦車、装甲車21両撃破と記録。
　⑸　捜索隊の装甲車 4 両は故障で出動せず。
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撃
滅
し
た
あ
と
は
西
岸
台
上
に
進
出
す
る
と
い
う
巧
緻
と
も
見
え
る
「
分
進
合
撃
」
戦
法
だ
が
、
結
果
と
し
て
は
「
分
進
分
撃
」
に
終
っ

て
し
ま
う
。

六
隊
の
前
進
に
遅
速
が
生
じ
、
目
標
物
が
な
い
た
め
に
地

標
定
が
狂
い
、
無
線
連
絡
も
通
じ
に
く
い
欠
陥
か
ら
、
幅
30
㎞
に
近
い
広

正
面
で
バ
ラ
バ
ラ
に
戦
う
は
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
ソ
蒙
軍
の
退
路
を
断
と
う
と
し
て
ハ
ル
ハ
河
寄
り
の
最
右
翼
を
無
抵
抗
で
急
進
し
た
東
捜
索
隊
は
、
夜
明
け
頃
に
川
又
軍
橋

の
東
側
約
1.7
㎞
の
砂
丘
に
西
面
す
る
陣
地
を
占
拠
し
た
。
い
わ
ば
敵
の
内
懐
に
飛
び
こ
ん
だ
形
に
な
り
、
北
東
至
近
の
バ
ル
西
高
地
に
布

陣
し
て
い
た
ソ
蒙
軍
と
ハ
ル
ハ
河
の
西
岸
に
集
結
し
つ
つ
あ
っ
た
増
援
部
隊
の
両
方
か
ら
挟
撃
さ
れ
、
逆
に
退
路
を
断
た
れ
て
し
ま
う
。

と
く
に
西
岸
台
上
か
ら
撃
ち
お
ろ
す
計
三
〇
〇
〇
発
と
も
称
さ
れ
た
122
ミ
リ
砲
４
門
の
猛
射
や
火
焔
放
射
器
付
の
戦
車
と
装
甲
車
に
は

対
抗
手
段
が
な
く
、
死
傷
者
が
続
出
し
た
。
東
中
佐
は
前
進
が
お
く
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
た
山
県
支
隊
主
力
の
進
出
と
救
援
に
期
待
し
て

い
た
が
、
砂
丘
の
稜
線
上
を
見
え
隠
れ
し
て
い
た
友
軍
は
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
数
回
に
わ
た
り
派
遣
し
た
伝
令
か
ら
東
た
ち
の
苦
境
を

知
っ
て
も
、
山
県
は
さ
っ
ぱ
り
動
か
ず
、「
見
殺
し
」（
小
松
原
日
記
）
に
さ
れ
た
捜
索
隊
は
陣
地
を
固
守
し
た
ま
ま
二
十
九
日
夕
方
に
「
全

滅
」（
小
松
原
日
記
は
三
十
一
日
の
項
に
「
全
滅
」
と
記
し
た
の
を
消
し
「
半
減
」
に
直
す
）
し
て
し
ま
っ
た
。

モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
第
17
連
隊
長
の
Ｌ
・
ダ
ン
ダ
ル
は
「
全
滅
」
の
寸
前
に
東
部
隊
長
を
捕
え
よ
う
と
し
の
び
よ
り
、
双
眼
鏡
を
の
ぞ
い
て

い
た
太
っ
た
日
本
人
に
と
び
か
か
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
（
41
）

。
こ
の
男
は
と
て
も
強
く
負
け
そ
う
に
な
っ
た
が
、
ピ
ス
ト
ル
で
腹
を
撃
っ
て

倒
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
話
は
ど
う
や
ら
思
い
ち
が
い
の
武
勇
伝
ら
し
い
。
生
き
残
っ
て
脫
出
し
た
下
士
官
の
証
言
に
よ
る
と
、
東

中
佐
は
残
兵
二
十
数
名
の
先
頭
に
立
っ
て
試
み
た
最
後
の
突
撃
に
さ
い
し
、
手
榴
弾
を
胸
に
受
け
て
戦
死
し
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
（
42
）

。
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ジ
ュ
ー
コ
フ
の
登
場

山
県
支
隊
と
戦
っ
た
ソ
蒙
軍
も
、
決
し
て
楽
勝
し
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

す
で
に
書
い
た
よ
う
に
五
月
二
十
七
日
夜
、
山
県
支
隊
が
南
下
を
始
め
た
時
、
そ
の
進
路
上
に
は
モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
第
六
師
団
の
第
15
、

17
連
隊
と
砲
兵
隊
が
半
円
形
に
布
陣
し
て
い
た
。
ブ
イ
コ
フ
支
隊
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
両
翼
に
狙
撃
一
中
隊
ず
つ
を
配
備
し
、
西
岸
に
残
っ

た
122
ミ
リ
砲
は
日
本
軍
の
進
撃
を
阻
ん
だ
が
、
友
軍
も
誤
射
し
て
シ
ャ
リ
ー
ブ
第
六
師
団
長
が
戦
死
し
た
（
後
任
は
ダ
ン
ダ
ル
）。
二
十
九

日
に
は
ソ
軍
の
装
甲
車
隊
が
味
方
騎
兵
を
満
軍
騎
兵
と
見
誤
ま
り
誤
射
す
る
な
ど
混
乱
を
招
き
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
一
部
は
西
岸
へ
潰
走
し

て
し
ま
う
。

二
十
八
日
の
夕
方
に
は
タ
ム
ス
ク
か
ら
行
軍
体
形
で
か
け
つ
け
た
レ
ミ
ゾ
フ
の
狙
撃
第
149
連
隊
と
砲
兵
第
175
連
隊
の
一
個
大
隊
は
、
翌

朝
か
ら
火
焔
放
射
戦
車
を
伴
っ
て
東
捜
索
隊
の
陣
地
に
突
入
す
る
。
捜
索
隊
は
、
は
か
ら
ず
も
山
県
支
隊
に
押
さ
れ
後
退
し
た
騎
兵
第
六

師
団
の
攻
撃
を
背
後
か
ら
も
受
け
る
形
と
な
り
、
脫
出
や
救
援
の
機
を
得
な
い
ま
ま
、
二
十
九
日
の
夕
刻
ま
で
に
全
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
東
部
隊
の
猛
抵
抗
に
気
勢
を
削
が
れ
た
の
か
、
日
本
軍
増
援
部
隊
の
到
來
を
恐
れ
た
の
か
、
イ
ヴ
ェ
ン
コ
フ
は
二
十
九
日
夜
、

東
岸
に
い
た
全
兵
力
を
西
岸
へ
後
退
せ
よ
と
命
じ
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
軍
団
長
も
追
認
し
た
（
43
）

。
制
空
権
を
握
っ
て
い
た
日
本
の
航
空
隊
に
ソ
蒙

軍
が
叩
か
れ
た
の
も
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
ろ
小
松
原
師
団
長
も
山
県
支
隊
へ
カ
ン
ジ
ュ
ル
廟
ま
で
の
後
退
を
命
じ
た
の
で
、

期
せ
ず
し
て
両
軍
は
係
爭
地
を
捨
て
物
別
れ
と
な
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

折
か
ら
現
地
視
察
に
來
た
辻
参
謀
は
呆
然
と
し
て
い
る
山
県
を
督
励
し
て
、
七
百
人
の
兵
力
で
三
十
日
夜
半
に
捜
索
隊
陣
地
へ
潜
行
し

た
。
辻
が
連
隊
長
に
代
っ
て
「
三
人
で
一
人
の
屍
を
担
げ
」
と
命
令
し
た
情
景
は
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
伝
說
の
ひ
と
つ
と
し
て
有
名
に
な
る
（
44
）

。
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こ
の
遺
体
収
容
作
業
が
妨
害
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
偶
然
に
も
ソ
蒙
軍
が
西
岸
へ
後
退
し
た
隙
に
乗
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
一
段
落
し
た
が
、
日
本
側
と
ソ
連
側
が
攝
取
し
た
教
訓
と
評
価
は
対
照
的
な
方
向
に
分
れ
て
い

る
。
日
本
側
か
ら
見
る
と
、
ま
だ
戦
闘
が
終
っ
て
い
な
い
五
月
三
十
日
に
、
早
く
も
大
本
営
か
ら
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
に
於
け
る
貴
軍
の
赫
々

た
る
戦
果
を
慶
祝
す
」
と
の
祝
電
が
関
東
軍
に
舞
い
こ
む
。
し
か
も
頼
ま
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
後
段
で
は
「
満
州
増
派
を
要
す
る
兵
力

資
材
あ
ら
ば
通
報
あ
り
度た
し

」
と
気
前
の
良
さ
を
見
せ
、
実
際
に
内
地
か
ら
飛
行
第
一
戦
隊
（
戦
闘
機
）
の
増
派
と
な
る
。
航
空
優
勢
を
確

保
す
る
た
め
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

同
じ
日
に
届
い
た
関
東
軍
の
報
告
が
「（
二
十
八
日
に
）
敵
を
包
囲
し
て
之
に
一
大
打
撃
を
与
え
た
り
」
と
か
「
退
路
を
失
い
し
敵
の
窮

鼠
的
反
噬
」
と
景
気
の
良
い
文
面
を
並
べ
、
東
捜
索
隊
の
全
滅
は
伝
え
て
い
な
か
っ
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
関
東
軍
も
知

ら
ん
顔
を
す
る
わ
け
に
は
行
か
ず
、
植
田
軍
司
令
官
の
名
で
賞
詞
を
も
ら
っ
た
小
松
原
は
、
山
県
へ
の
不
満
を
日
記
に
綿
々
と
書
く
し
か

な
か
っ
た
。
日
記
の
所
感
で
は
「
前
進
せ
ず
、
又
捜
索
隊
を
応
援
せ
ず
、
遂
に
見
殺
せ
し
む
る
に
至
れ
り
」「
支
隊
長
の
決
心
鞏き
ょ
う

固こ

な
ら
ず
、

屢
々
動
搖
」「
支
隊
長
の
真
先
に
退
却
は
…
…
感
心
せ
ず
」
と
散
々
で
あ
る
。

ま
た
本
人
を
呼
ん
で
「
な
ぜ
夜
襲
を
決
行
せ
ざ
る
や
」
と
か
「
其
理
由
如
何
」
と
か
「
不
徹
底
な
ら
ず
や
」
な
ど
と
細
部
に
わ
た
り
問

い
つ
め
て
い
る
が
、
有
益
な
戦
訓
を
引
き
出
し
た
よ
う
に
は
見
え
ず
、
砲
兵
を
付
け
て
や
ら
な
か
っ
た
自
身
の
失
策
を
反
省
し
た
よ
う
す

は
な
い
。

さ
す
が
に
辻
参
謀
は
捜
索
隊
の
生
き
残
り
負
傷
者
が
山
県
連
隊
を
呪
っ
た
の
を
知
っ
て
い
て
、
大
本
営
の
慶
祝
電
に
は
「
穴
が
入
り
た

い
よ
う
な
気
持
」
を
味
わ
っ
た
ら
し
い
。「
第
二
十
三
師
団
の
左
右
の
団
結
が
薄
弱
で
あ
る
こ
と
と
、
対
戦
車
戦
闘
の
未
熟
な

」
も
指

摘
し
て
い
る
が
、「
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
一
勝
一
敗
」
と
総
括
し
て
い
る
。
一
勝
が
何
を
指
す
の
か
不
明
だ
が
、
こ
の
強
気
な
姿

一
一
一
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秦
）

（
五
一
一
）

勢
こ
そ
第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
布
石
に
な
っ
た
と
評
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ソ
連
側
の
反
応
も
単
純
で
は
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
と
っ
て
は
独
立
後
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
戦
闘
で
、
越
境
し
た
日
本
軍
を
追
い

返
し
た
勝
利
の
戦
い
だ
と
い
う
位
置
づ
け
が
定
着
し
て
い
る
。『
ハ
ル
ハ
河
会
戦
─
参
戦
兵
士
た
ち
の
回
想
』（
一
九
八
四
）
に
は
九
人
の

執
筆
者
が
、
奮
闘
し
て
勲
章
を
も
ら
っ
た
兵
士
た
ち
の
武
勇
談
を
列
挙
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
チ
ョ
グ
ド
ン
ら
第
七
哨
所
の
全
員
が
勲
章
を
も
ら
い
、
ダ
ン
ダ
ル
連
隊
長
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
総
司
令
官
の
チ
ョ
イ
バ
ル
サ
ン
元

帥
に
戦
闘
体
験
を
報
告
し
て
賞
讃
を
受
け
、
ソ
連
軍
の
ジ
ュ
ー
コ
フ
司
令
官
に
も
引
見
さ
れ
た
。
だ
が
勝
敗
は
別
と
し
て
、
そ
の
ジ
ュ
ー

コ
フ
の
参
戦
部
隊
に
対
す
る
評
定
は
き
び
し
か
っ
た
。

従
來
の
定
說
で
は
『
ジ
ュ
ー
コ
フ
元
帥
回
想
録
』
の
記
述
を
典
拠
と
し
て
、
彼
が
モ
ン
ゴ
ル
の
前
線
に
到
着
し
た
の
は
六
月
五
日
、
す

な
わ
ち
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
直
後
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
を
覆
え
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
軍
事
公
文
書
館
の
記
録
に
よ
り
モ
ス
ク
ワ
出
発
が
五
月
二
五
日
、
前
線
到
着
は
ウ
ォ
ロ
シ
ロ
フ
国
防

相
に
あ
て
た
電
文
報
告
の
日
付
か
ら
二
十
九
日
以
前
で
あ
る
の
を
発
見
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
鎌
倉
英
也
記
者
で
あ
る
。

ミ
ン
ス
ク
の
白
ロ
シ
ア
軍
管
区
副
司
令
官
だ
っ
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
急
に
国
防
相
か
ら
呼
び
だ
さ
れ
、
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
第
五
十
七
軍
団
長

の
後
任
ふ
く
み
で
モ
ン
ゴ
ル
へ
急
行
し
、
問
題

を
洗
い
だ
し
て
今
後
の
対
日
作
戦
構
想
を
提
言
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
。
で
は
ジ
ュ
ー

コ
フ
の
派
遣
の
日
付
を
一
週
間
ず
ら
せ
た
裏
に
、
ど
ん
な
思
惑
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。

鎌
倉
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
の
些
細
な
日
付
の
ち
が
い
は
、
実
は
ソ
ビ
エ
ト
側
が
こ
の
国
境
紛
爭
に
ど
れ
だ
け
の
決
意
と
見
通
し
を
も
っ
て
臨
ん
だ
か
を
探
る

一
一
九
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第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
一
二
）

上
で
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」
が
一
応
の
終
結
を
見
た
後
の
六
月
に
、
落

ち
着
い
た
状
況
で
前
線
戦
況
の
分
析
・
戦
力
建
て
直
し
を
図
る
た
め
に
送
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
く
…
…
モ
ス
ク
ワ
は
こ
の
戦
闘
が
今

後
、
大
き
な
戦
爭
に
発
展
す
る
こ
と
を
見
抜
き
、
重
要
視
し
た
上
で
の
切
迫
し
た
緊
急
の
決
断
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
（
45
）

。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
党
と
軍
中
央
に
直
結
す
る
ジ
ュ
ー
コ
フ
が
、
そ
の
威
信
を
誇
示
す
る
た
め
第
五
七
軍
団
な
ど
現
地
部
隊
の
戦
績
に

辛
口
の
評
価
を
与
え
た
の
も
理
解
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
五
月
三
十
日
に
ジ
ュ
ー
コ
フ
が
タ
ム
ス
ク
の
第
五
七
軍
団
司
令
部
か
ら
ス
タ
ー

リ
ン
と
ウ
ォ
ロ
シ
ロ
フ
に
あ
て
て
打
っ
た
電
報
は
、「
五
月
二
八
日
、
二
九
日
の
極
め
て
非
組
織
的

0

0

0

0

な
攻
撃
の
結
果
、
我
が
軍
は
、
次
の

よ
う
な
損
失
を
こ
う
む
っ
た
。
戦
死
71
名
、
行
方
不
明
33
名
、
戦
傷
80
名
。
敵
の
航
空
機
は
絶
え
間
な
い
空
爆
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う

要
旨
だ
っ
た
。

十
一
月
十
五
日
付
の
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
は
、
も
っ
と
具
体
的
で
峻
烈
な
査
定
を
加
え
て
い
る
の
で
、
一
部
を
抜
き
だ
し
て
み
る
。

１
、
第
五
七
軍
団
と
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
訓
練
は
き
わ
め
て
劣
悪
で
、
準
備
態
勢
は
犯
罪
的
な
怠
慢
ぶ
り
だ
っ
た
。

２
、
日
本
の
挑
発
行
為
を
誘
引
し
た
の
は
、
誤
ま
っ
た
無
責
任
な
国
境
警
備
体
制
で
あ
っ
た
。

３
、
五
月
の
戦
闘
を
通
じ
120
㎞
後
方
の
タ
ム
ス
ク
か
ら
動
か
な
か
っ
た
軍
団
司
令
部
は
国
境
の
些
事
と
し
か
受
け
と
め
ず
、
部
隊
指
揮
は

拙
劣
で
前
線
の
実
情
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
。

４
、
無
能
な
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
軍
団
長
と
イ
ヴ
ェ
ン
コ
フ
作
戦
参
謀
は
五
月
二
十
九
日
、
日
本
軍
の
來
援
を
恐
れ
、
ハ
ル
ハ
河
東
岸
の
拠

を
捨
て
、
指
揮
者
不
在
の
ま
ま
無
秩
序
な
西
岸
へ
の
撤
退
を
命
じ
た
（
46
）

。

一
一
九
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三
）

ま
る
で
敗
軍
の
責
任
を
追
究
す
る
か
の
よ
う
な
き
び
し
い
筆
致
だ
が
六
月
十
二
日
、
モ
ス
ク
ワ
へ
召
喚
さ
れ
た
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
に
代
り

正
式
の
軍
団
長
に
就
任
し
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
、
懲
罰
的
人
事
の
追
い
討
ち
を
か
け
た
。

軍
団
の
前
参
謀
長
（
ク
ー
シ
チ
ェ
フ
）、
参
謀
（
イ
ヴ
ェ
ン
コ
フ
）
は
「
人
民
の
敵
」「
日
本
の
大
物
ス
パ
イ
」（
シ
ュ
テ
ル
ン
最
終
報
告
書
）

呼
ば
わ
り
さ
れ
た
。
ブ
イ
コ
フ
を
ふ
く
む
下
級
指
揮
官
た
ち
も
「
本
來
は
軍
法
会
議
も
の
だ
が
」
の
但
し
書
き
付
き
で
更
迭
さ
れ
、
修
理

更
生
部
隊
へ
ま
わ
さ
れ
て
い
る
（
47
）

。
山
県
支
隊
長
さ
え
留
任
さ
せ
た
関
東
軍
の
温
情
ぶ
り
に
比
べ
る
と
、
い
さ
さ
か
同
情
し
た
く
も
な
っ
て

く
る
と
い
う
も
の
。

ま
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
要
請
に
応
じ
、
モ
ス
ク
ワ
は
そ
れ
を
上
ま
わ
る
三
個
狙
撃
師
団
、
一
個
戦
車
旅
団
、
そ
れ
に
有
力
な
空
軍
と
大
量

の
砲
弾
を
送
っ
た
。「
ソ
連
側
に
事
件
拡
大
の
意
図
は
な
い
（
48
）

」（
大
本
営
ロ
シ
ア
課
）
と
推
定
し
て
、
兵
力
の
増
強
を
怠
っ
た
陸
軍
中
央
の

甘
い
情
勢
判
断
と
は
対
照
的
だ
。
こ
う
し
た
日
ソ
の
反
応
差
は
、
や
が
て
き
た
第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
明
暗
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
。

注（
１
） 

戦
史
叢
書
『
関
東
軍
〈
１
〉』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
六
九
）
三
一
〇
ペ
ー
ジ
。『
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
速
記
録
』（
雄
松
堂
、

一
九
六
八
）
一
九
四
六
年
十
月
十
五
日
の
項

（
２
） 

代
表
的
な
著
作
に
『
ノ
ロ
高
地
』
の
他
に
樋
口
紅
陽
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
実
戦
記
』（
一
九
四
〇
）、
山
中
峯
太
郎
『
鉃
か
肉
か
』（
一
九
四
一
）、
入

江
徳
郎
『
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
の
荒
鷲
』（
一
九
四
一
）、
松
村
黄
次
郎
『
撃
墜
』（
一
九
四
二
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３
） 

戦
史
叢
書
『
関
東
軍
〈
１
〉』
は
、
第
六
軍
軍
医
部
が
調
製
し
た
死
傷
計
一
九
七
六
八
人
の
数
字
を
掲
記
し
て
い
る
（
七
一
三
ペ
ー
ジ
）。

（
４
） 

一
九
六
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
原
著
は
ソ
連
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
『
大
祖
国
戦
爭
史
』（
一
九
四
一
─

四
五
年
）
の
第
五
巻
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
邦
訳
は
川
内
唯
彦
訳
で
六
三
年
に
『
第
二
次
世
界
大
戦
史
』
の
標
題
で
弘
文
堂
か
ら
刊
行
さ
れ

一
一
九
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経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
一
四
）

た
。
第
二
巻
一
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
な
お
一
九
七
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
改
定
版
の
邦
訳
は
な
い
。

（
５
） 

マ
ク
シ
ム
・
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
車
戦
』（
大
日
本
絵
画
、
二
〇
〇
五
）
一
二
五
ペ
ー
ジ
、
原
著
は
二
〇
〇
二
年
刊
。
こ
の

に

つ
い
て
は
『
ア
ジ
ア
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
五
号
（
二
〇
一
〇
）
の
三
浦
信
行
他
「
日
露
の
史
料
で
読
み
解
く
〈
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
〉

の
一
側
面
」
を
参
照
。

（
６
） 

小
堀
桂
一
郎
・
中
西
輝
政
『
歴
史
の
書
き
換
え
が
始
ま
っ
た
！
』（
明
成
社
、
二
〇
〇
七
）
七
三
ペ
ー
ジ
。
小
田
洋
太
郎
・
田
端
元
『
ノ
モ
ン

ハ
ン
事
件
の
真
相
と
戦
果
』（
有
朋
書
院
、
二
〇
〇
二
）
一
九
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
四
年
九
月
一
日
付
産
経
新
聞
「
正
論
」
欄
の
渡
部
昇
一
論
稿

（
７
） 

ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦
に
お
け
る
双
方
の
損
失
デ
ー
タ
は
Ｄ
・
ネ
デ
ィ
ア
ル
コ
フ
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦
全
史
』（
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
一
〇
）

の
源
田
孝
解
說
（
二
二
八
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

（
８
） 

鎌
倉
英
也
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
─
隠
さ
れ
た
戦
争
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
一
）
四
二
─
四
三
ペ
ー
ジ
。
シ
ュ
テ
ル
ン
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告

書
の
全
訳
は
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
関
連
史
料
集
」（
二
〇
〇
七
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
９
） 

保
月
義
雄
（
興
安
北
省
警
正
）『
私
の
境
涯
』（
私
家
版
、
一
九
六
七
）
一
三
九
ペ
ー
ジ

（
10
） 

伊
藤
桂
一
『
静
か
な
ノ
モ
ン
ハ
ン
』（
講
談
社
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
）
八
ペ
ー
ジ

（
11
） 

ア
ル
ヴ
ィ
ン
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
上
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
）
第
一
章
の
扉
裏
ペ
ー
ジ
。

（
12
） 

Ｏ
・
プ
レ
ブ
編
『
ハ
ル
ハ
河
会
戦
─
参
戦
兵
士
た
ち
の
回
想
』（
恒
文
社
、
一
九
八
四
）
四
七
ペ
ー
ジ

（
13
） 

ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
地
区
の
国
境
線
を
め
ぐ
る
史
的
事
情
に
つ
い
て
は
、
北
川
四
郎
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
─
元
満
州
国
外
交
官
の
証
言
』（
徳
間
書
店
、

一
九
七
九
）、
田
中
克
彦
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
）
第
二
、
第
三
章
を
参
照
。

（
14
） 

前
掲
北
川
、
一
〇
二
ペ
ー
ジ

（
15
） 

一
九
三
七
年
八
月
三
十
日
付
関
東
軍
参
謀
長
東
条
英
機
発
梅
津
陸
軍
次
官
宛
関
参
地
発
四
五
五
号
。
軍
務
課
長
、
軍
務
局
長
、
新
聞
班
長
な
ど

の
連
帯
印
が
あ
る
（「
昭
和
12
年
満
受
大
日
記
」
第
20
号
）。
な
お
下
河
辺
宏
満
「
再
考
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」（『
防
衛
研
究
所
紀
要
』
第
二
巻
三

号
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
16
） 

前
掲
『
東
京
裁
判
速
記
録
』
の
一
九
四
七
年
六
月
五
日
付

一
一
一



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
五
一
五
）

（
17
） 

畑
俊
六
日
記
（『
続
現
代
史
資
料
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
）

（
18
） 

小
松
原
日
記
の
全
文
は
防
衛
研
究
所
蔵
。

（
19
） 
辻
政
信
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』（
亜
東
書
房
、
一
九
五
〇
）
六
七
ペ
ー
ジ

（
20
） 
た
と
え
ば
服
部
は
、
一
九
四
七
年
五
月
二
十
六
日
の
東
京
裁
判
法
廷
で
「
参
謀
誰
一
人
と
し
て
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
所
在
を
知
り
ま
せ
ん
…
…
数
時

間
後
漸
く
発
見
し
て
…
…
」
と
証
言
し
て
い
る
。

（
21
） 

マ
ン
ダ
フ
・
ア
リ
ウ
ン
サ
イ
ン
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
発
生
原
因
と
〈
国
境
不
明
論
〉」（『
一
橋
論
叢
』
第
一
三
五
巻
、
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）

（
22
） 

前
掲
『
関
東
軍
〈
１
〉』
一
九
四
─
九
五
ペ
ー
ジ
、『
石
原
莞
爾
資
料
─
国
防
論
策
』（
原
書
房
、
一
九
七
一
）
四
三
四
ペ
ー
ジ

（
23
） 

Ｄ
・
Ｍ
・
グ
ラ
ン
ツ
、
Ｊ
Ｍ
・
ハ
ウ
ス
『
独
ソ
戦
全
史
』（
学
研
文
庫
、
二
〇
〇
五
）
四
七
ペ
ー
ジ

（
24
） 

ヴ
ォ
ル
コ
ゴ
ー
ノ
フ
『
勝
利
と
悲
劇
』
下
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
）
六
四
ペ
ー
ジ

（
25
） 

Ｒ
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
『
ス
タ
ー
リ
ン
の
恐
怖
政
治
』
下
（
三
一
書
房
、
一
九
七
六
）
一
九
五
ペ
ー
ジ

（
26
） V

.S
.M

il ’bakh, “S
talin ’s Interw

ar P
urges ”

（T
h

e Jou
rn

al of S
lavic M

ilitary S
tu

d
ies, V

ol.16, N
o.4, 2003

）, M
il ’bakh 

“R
epression in the 57th S

pecial C
orps ”

（sam
e V

ol.15, N
o.1, 2002

）

（
27
） 

林
三
郎
『
関
東
軍
と
極
東
ソ
連
軍
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
七
四
）
一
三
六
ペ
ー
ジ

（
28
） 

前
掲
『
石
原
莞
爾
資
料
』、
一
八
六
ペ
ー
ジ

（
29
） 

前
掲
鎌
倉
、
一
一
七
ペ
ー
ジ

（
30
） 

前
掲
ク
ッ
ク
ス
上
、
三
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
ビ
ン
バ
ー
は
東
京
朝
日
新
聞
の
三
九
年
七
月
五
日
か
ら
七
回
に
わ
た
り
、「
外
蒙
古
脫
出
手
記
」
と

題
す
る
手
記
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
二
人
の
軍
団
長
の
二
人
、
八
人
の
師
団
長
の
う
ち
五
人
が
三
七
年
夏
に
粛
清
さ
れ
た
と
い
う
。

（
31
） 

前
掲
田
中
克
彦
、
一
二
〇
─
三
二
ペ
ー
ジ

（
32
） 

前
掲
保
月
、
一
三
九
ペ
ー
ジ

（
33
） 

ノ
モ
ン
ハ
ン
会
の
機
関
誌
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
第
九
号
（
一
九
七
二
）
の
田
村
利
美
談

（
34
） 

沢
田
茂
『
参
謀
次
長
沢
田
茂
回
想
録
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
八
二
）
一
三
五
ペ
ー
ジ

一
一
一



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
一
六
）

（
35
） 

稲
田
正
純
「
ソ
連
極
東
軍
と
の
対
決
」（『
別
冊
知
性
─
秘
め
ら
れ
た
昭
和
史
』
一
九
五
六
年
）

（
36
） 

井
本
熊
男
『
支
那
事
変
作
戦
日
誌
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
九
八
）
三
七
〇
ペ
ー
ジ

（
37
） 
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
機
密
作
戦
日
誌
」（
関
東
軍
参
謀
部
第
一
課
）
は
『
現
代
史
資
料
（
10
）』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
）
に
収
録
さ
れ
て
い

る
（
原
本
は
防
衛
研
究
所
蔵
）。
冒
頭
の
「
資
料
解
說
」
で
角
田
順
は
、
服
部
が
「
こ
の
事
件
ほ
ぼ
終
了
後
に
関
東
軍
の
立
場
を
明
確
な
ら
し

め
る
た
め
に
整
理
記
述
し
た
も
の
」
と
記
す
が
、
秦
は
戦
後
の
加
筆
修
正
が
か
な
り
多
い
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
正
規
の
「
関
東
軍
機
密
作

戦
日
誌
」
で
は
な
く
、
形
式
も
暦
日
を
追
っ
て
の
体
裁
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
服
部
の
個
人
的
回
想
録
に
近
い
と
判
断
す
る
。
た
だ
し
「
別
紙
」

と
し
て
付
属
し
て
い
る
命
令
、
通
報
、
発
受
信
電
な
ど
の
文
書
は
利
用
価
値
が
高
い
。
以
後
は
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
38
） 

東
京
裁
判
速
記
録
、
一
九
四
八
年
一
月
二
十
九
日
の
項

（
39
） 

前
掲
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
、
三
五
ペ
ー
ジ

（
40
） 

前
掲
プ
レ
ブ
に
収
録
さ
れ
た
チ
ョ
グ
ド
ン
手
記
（
一
一
九
ペ
ー
ジ
）

（
41
） 

前
掲
プ
レ
ブ
に
収
録
さ
れ
た
ダ
ン
ダ
ル
手
記
（
五
四
ペ
ー
ジ
）

（
42
） 

『
昭
和
史
の
天
皇
25
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
四
）
二
九
六
ペ
ー
ジ

（
43
） 

前
掲
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
、
三
八
─
四
二
ペ
ー
ジ

（
44
） 

前
掲
辻
、
九
二
─
九
四
ペ
ー
ジ

（
45
） 

前
掲
鎌
倉
、
七
六
─
八
〇
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
は
、
二
〇
〇
二
年
の
前
掲
書
で
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
モ
ス
ク
ワ
出
頭
は
六
月
一
日
、

出
発
は
二
日
、
着
任
は
五
日
と
記
し
て
い
る
（
四
三
ペ
ー
ジ
）。

（
46
） 

前
掲
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
、
六
二
五
─
二
七
ペ
ー
ジ

（
47
） 

前
掲
鎌
倉
、
一
六
三
ペ
ー
ジ

（
48
） 

前
掲
『
関
東
軍
〈
1
〉』
四
六
六
ペ
ー
ジ

一
一
一


